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第384号

発行／愛知県　編集／総務局総務部法務文書課     （毎週火・金曜日発行）

　　　　　　　　　目　　　　　次

　　　　　　　　企業庁管理規程

○愛知県企業庁長が保有する個人情報の保護に関する規程
○愛知県企業庁職員の管理職手当に関する規程の一部を改正

する規程
○愛知県企業庁長が管理する行政文書の開示に関する規程の

一部を改正する規程

　　　　　　　　病院事業庁管理規程

○愛知県病院事業庁長が保有する個人情報の保護に関する規
程
○愛知県病院事業庁長が管理する行政文書の開示に関する規
程の一部を改正する規程

　　　　　　　　人事委員会規則

○定年引上げに伴う関係人事委員会規則の整備に関する規則
○職員の給与に関する条例附則第七項の規定による給料月額

に関する規則
○職員の給与に関する条例附則第九項、第十一項、第十三項

又は第十四項の規定による給料に関する規則

　　　　　　　　告　　　　　示

○漁獲共済契約の締結の申込み又は規約の設定についての同
意

○道路の区域の変更
○道路の供用の開始
○都市計画下水道事業の事業計画の変更認可
　（西三河都市計画下水道事業西尾公共下水道）
○土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定の解除
○指定確認検査機関の確認検査の業務を行う事務所の所在地

変更

　　　　　　　　人事委員会告示

○人事委員会の事務局長に対する事務の委任に関する規則第
２条の規定に基づく人事委員会の事務の一部委任に関する
決定の一部改正

○職員の休暇の取扱いに関する細則の一部改正

　　　　　　　　公　　　　　告

○公共測量の終了
○土地区画整理組合の理事の氏名及び住所
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（総務課）
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（都市整備課）
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　　　　　　　　　　　　　　　　 企業庁管理規程

愛知県企業庁管理規程第１号
　愛知県企業庁長が保有する個人情報の保護に関する規程を次のように定める。
　　令和５年２月28日

愛知県公営企業管理者　　　　
企業庁長　中　川　喜　仁　

　　　愛知県企業庁長が保有する個人情報の保護に関する規程
　（趣旨）
第１条　この規程は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）、個人情報

の保護に関する法律施行令（平成15年政令第507号。以下「令」という。）及び個人情報の保護に関する法
律施行条例（令和４年愛知県条例第51号。以下「条例」という。）の規定に基づき、愛知県企業庁長（以下「企
業庁長」という。）が保有する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

　（個人情報ファイル簿の様式）
第２条　法第75条第１項に規定する個人情報ファイル簿は、様式第１のとおりとする。
　（開示請求書の様式）
第３条　法第77条第１項に規定する開示請求書は、様式第２のとおりとする。
　（開示決定通知書等の様式）
第４条　法第82条第１項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式の

とおりとする。
⑴　法第76条第１項の規定による開示の請求（以下「開示請求」という。）に係る保有個人情報の全部を

開示する旨の決定　様式第３
⑵　開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定　様式第４

２　法第82条第２項に規定する書面は、様式第５のとおりとする。
　（決定期間延長通知書の様式）
第５条　法第83条第２項、第94条第２項及び第102条第２項に規定する書面は、様式第６のとおりとする。
　（開示請求に係る決定期間特例通知書の様式）
第６条　法第84条に規定する書面は、様式第７のとおりとする。
　（事案の移送の様式）
第７条　法第85条第１項及び第96条第１項の規定による事案の移送は、様式第８により行うものとする。
２　法第85条第１項及び第96条第１項に規定する書面は、様式第９のとおりとする。
　（第三者に対する意見照会における通知書等の様式）
第８条　法第86条第１項の規定による通知を書面により行う場合の当該書面は、様式第10のとおりとする。
２　法第86条第２項に規定する書面は、様式第10のとおりとする。
３　法第86条第３項（法第107条第１項において準用する場合を含む。）に規定する書面は、様式第11のとお

りとする。
　（保有個人情報の開示の実施）
第９条　法第87条第１項の規定により写しの交付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における

行政文書（法第60条第１項ただし書に規定する地方公共団体等行政文書をいう。以下同じ。）の写しの交
付の部数は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書１件につき１部とする。

２　法第87条第１項の規定により閲覧の方法による保有個人情報の開示を実施する場合において、当該保有
個人情報が記録されている行政文書の閲覧をする者が当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するお
それがあると認めるときは、企業庁長は、当該行政文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

３　法第87条第１項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる方法の区分に応じ、当該各号に定める
方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、企業庁長が適当と認める方法とする。
⑴　閲覧に準ずる方法　次に掲げる方法であって、企業庁長がその保有するプログラム（電子計算機に対

する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。）によ
り行うことができるもの

　　ア　当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧

○令和５年二級建築士試験及び木造建築士試験の実施
○開発行為の許可に基づく工事完了
○アイネットシステム機器の賃貸借に関する一般競争入札の

実施
○交番・駐在所プリンタの賃貸借に関する一般競争入札の実

施

（建築指導課）
（同　　　　）

（警察本部会計課）

（同　　　　　　）

83
83
84

86
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　　イ　当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

⑵　写しの交付に準ずる方法　次に掲げる方法であって、企業庁長がその保有するプログラムにより行う
ことができるもの

　　ア　当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの交付
　　イ　当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
　（開示の実施方法等申出書の様式）
第10条　令第26条第１項に規定する書面は、様式第12のとおりとする。
　（費用の負担）
第11条　条例第４条第２項の県の機関等の規程で定めるものは、第９条第３項第２号に定める方法又は同項

ただし書に規定する方法により交付されるものの作成及び送付とする。
　（訂正請求書の様式）
第12条　法第91条第１項に規定する訂正請求書は、様式第13のとおりとする。
　（訂正決定通知書等の様式）
第13条　法第93条第１項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式の

とおりとする。
⑴　法第90条第１項の規定による訂正（追加又は削除を含む。以下同じ。）の請求（以下「訂正請求」という。）

に係る保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定　様式第14
⑵　訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定　様式第15

２　法第93条第２項に規定する書面は、様式第16のとおりとする。
　（訂正請求及び利用停止請求に係る決定期間特例通知書の様式）
第14条　法第95条及び第103条に規定する書面は、様式第17のとおりとする。
　（訂正実施通知書の様式）
第15条　法第97条に規定する書面（情報提供等記録（行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第23条第１項及び第２項（これらの規定を同法第26条にお
いて準用する場合を含む。）に規定する記録に記録された同法第２条第８項に規定する特定個人情報をい
う。）の訂正を実施した旨を通知する場合に係るものを除く。）は、様式第18のとおりとする。

　（利用停止請求書の様式）
第16条　法第99条第１項に規定する利用停止請求書は、様式第19のとおりとする。
　（利用停止決定通知書等の様式）
第17条　法第101条第１項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式

のとおりとする。
⑴　法第98条第１項の規定による利用停止（利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下同じ。）の請求（以

下「利用停止請求」という。）に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定　様式第20
⑵　利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定　様式第21

２　法第101条第２項に規定する書面は、様式第22のとおりとする。
　（口頭により閲覧の求めをすることができる保有個人情報）
第18条　企業庁長は、条例第５条第１項の規定により口頭により閲覧の求めをすることができる保有個人情

報を定めたときは、当該保有個人情報の項目並びに口頭により閲覧の求めをすることができる期間及び場
所を愛知県公報に登載するものとする。

　（口頭による保有個人情報の閲覧の求めにおける本人の証明に必要な書類）
第19条　条例第５条第１項の規定による閲覧の求めをする者は、企業庁長に対し、次の各号に掲げる書類の

いずれかを提示し、又は提出しなければならない。
⑴　閲覧の求めをする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免

許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律第２条第７項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）第19
条の３に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に
関する特例法（平成３年法律第71号）第７条第１項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに
基づく命令の規定により交付された書類であって、当該閲覧の求めをする者が本人であることを確認す
るに足りるもの

⑵　前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、
当該閲覧の求めをする者が本人であることを確認するため企業庁長が適当と認める書類

　（諮問の通知の様式）
第20条　法第105条第３項において準用する同条第２項の規定による通知は、様式第23により行うものとす

る。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　（愛知県企業庁長の保有する個人情報の保護に関する規程の廃止）
２　愛知県企業庁長の保有する個人情報の保護に関する規程（平成17年愛知県企業庁管理規程第１号）は、

廃止する。
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の

本
人

確
認

書
類

等
は

、
以

下
の

と
お

り
で

す
。

 

ア
 

請
求

者
本

人
確

認
書

類
 

 
□

 
運

転
免

許
証

 
 

□
 

健
康

保
険

被
保

険
者

証
（

住
所

記
載

の
あ

る
も

の
）

 

 
□

 
個

人
番

号
カ

ー
ド

 

 
□

 
在

留
カ

ー
ド

又
は

特
別

永
住

者
証

明
書

 

 
□

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 
□

 
請

求
書

を
送

付
し

て
請

求
を

す
る

場
合

は
、
加

え
て

住
民

票
の

写
し

等
（

請
求

日

前
3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。
）

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

  

 

（
裏

）
 

 

イ
 

本
人

の
状

況
等
（

法
定

代
理

人
又

は
任

意
代

理
人

が
請

求
す

る
場

合
に

の
み

記
載

し

て
く

だ
さ

い
。
）

 

（
ア

）
 

本
人

の
状

況
 

□
 

未
成

年
者

（
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
生

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

成
年

被
後

見
人

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

任
意

代
理

人
委

任
者

 

 （
イ

）
 

本
人

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 （
ウ

）
 

本
人

の
住

所
（

居
所

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 （
エ

）
 

本
人

の
電

話
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ウ
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

は
、
次

の
い

ず
れ

か
の

書
類

を
提

示
し

、
又

は
提

出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

請
求

資
格

確
認

書
類

 
 

□
 

戸
籍

謄
本
（

請
求

日
前

3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も

の
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

登
記

事
項

証
明

書
（

請
求

日
前

3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も
の

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

エ
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

は
、
次

の
書

類
を

提
示

し
、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

請
求

資
格

確
認

書
類

 
 

□
 

委
任

状
（

請
求

日
前

3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も

の
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

   
 
 
 
次

の
欄

は
、

記
入

す
る

必
要

が
あ

り
ま

せ
ん

。
 

担
当

課
等
 

 

備
考

 
 

  
 
注

１
 
 
※
印

の
欄
は

、
該
当

す
る

番
号

を
○
で

囲
ん
で
く

だ
さ

い
。
 

 
 
 

２
 
 
請
求

の
際
に

は
、
運

転
免

許
証
等

請
求
者

本
人
で

あ
る

こ
と
を

証
明
す

る
書
類

の
提

示
又

は
提

出
（

送
付

に
よ

る
請

求
を

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
請
求

者
本

人
で

あ
る

こ
と

を
証
明

す

る
書

類
を
提

出
す
る

と
き
は
、

こ
れ

に
加

え
て
住

民
票
の
写

し
等

）
が

必
要
で

す
。
 

 
 
 
 
３

 
 
開
示

の
実
施

の
方
法

等
欄

及
び
請

求
者
の

本
人
確

認
書

類
等
の

各
欄
は

、
該
当

す
る

□
に

レ
印

を
付
し

て
く
だ

さ
い
。
 

 
 
 

４
 
 
任
意

代
理
人

が
委
任

状
を

提
出
す

る
場
合

は
、
委

任
者

の
実
印

に
よ
り

押
印
し

た
上

で
印

鑑
登

録
証
明

書
（

請
求
日

前
3
0
日

以
内
に

作
成
さ

れ
た
も
の

に
限

る
。）

を
添

付
し

、
又

は
委

任
者

の
運

転
免

許
証

等
本

人
に

対
し

一
に
限

り
発

行
さ

れ
る

書
類

の
写
し

を
併

せ
て

提
出

し

て
く

だ
さ
い

。
委
任

状
は
、
原

本
に

限
り

ま
す
。

 

 備
考

 
 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
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第384号

 

様
式

第
３

（
第

４
条

関
係

）
 

保
 
有

 
個

 
人

 
情

 
報

 
開

 
示

 
決

 
定

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い

て
は

、
次

の
と

お
り

開
示

す
る

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

8
2
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

 

１
 

開
示
請

求
の
あ

っ
た
保
有

個
人

情
報

の
内
容

 

 （
行

政
文
書

の
名
称

：
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
）
 

 

２
 

開
示
す

る
保
有

個
人
情
報

の
利

用
目

的
 

 

 ３
 

開
示
の

実
施
の

方
法
等

 

⑴
 

開
示
の

実
施
の

方
法
等
 

 ⑵
 

開
示
を

実
施
す

る
こ
と
が

で
き

る
日

時
及
び

場
所
 

 
 

期
間
：

 
月
 

日
か
ら
 

月
 

日
ま

で
 

 
 

（
日
曜

日
、
土

曜
日
、
休

日
及

び
12
月

2
9日

か
ら
翌
年

１
月

３
日

ま
で
の

日
を
除
く

。
）
 

 
 

時
間
：
 

 
 

場
所
：
 

⑶
 

写
し
の

送
付
を

希
望
す
る

場
合

の
準

備
日
数
 

 ⑷
 

開
示
の

実
施
に

要
す
る
費

用
の

額
 

 
 

写
し
の

作
成
に

要
す
る
費

用
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
円
 

 
 
 
写

し
の

送
付
に

要
す
る
費

用
 

郵
便

切
手
 

 
 
 
 

円
分
 

 
 ４

 
担

当
課

等
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

電
話

 
 
 

 
 
 
内

線
 

１
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

２
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
１

の
審

査
請

求
の

ほ
か

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 

３
 

１
の

審
査

請
求

を
し

た
場

合
は

、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 

注
 
 
当

日
は

、
こ

の
通

知
書

及
び

運
転

免
許

証
等

請
求

者
本

人
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
書

類
を

御
持

参
の

上
、

上
記

の
開

示
場

所
ま

で
お

越
し

く
だ

さ
い

。
 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

 

様
式

第
４

（
第

４
条

関
係

）
 

保
 
有

 
個

 
人

 
情

 
報

 
一

 
部

 
開

 
示

 
決

 
定

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い

て
は

、
次

の
と

お
り

そ
の

一
部

を
開

示
す

る
こ

と
に

決
定

し
ま

し
た

の
で

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
8
2
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

 

１
 

開
示
請

求
の
あ

っ
た
保
有

個
人

情
報

の
内
容

 

 （
行

政
文
書

の
名
称

：
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
）
 

 ２
 

開
示
し

な
い
こ

と
と
し
た

部
分

及
び

そ
の
理

由
 

 

 ３
 

開
示
す

る
保
有

個
人
情
報

の
利

用
目

的
 

 
 ４

 
開

示
の

実
施
の

方
法
等

 

⑴
 

開
示
の

実
施
の

方
法
等
 

 ⑵
 

開
示
を

実
施
す

る
こ
と
が

で
き

る
日

時
及
び

場
所
 

 
 

期
間
：

 
月
 

日
か
ら
 

月
 

日
ま

で
 

 
 

（
日
曜

日
、
土

曜
日
、
休

日
及

び
12
月

2
9日

か
ら
翌
年

１
月

３
日

ま
で
の

日
を
除
く

。
）
 

 
 

時
間
：
 

 
 

場
所
：
 

⑶
 

写
し
の

送
付
を

希
望
す
る

場
合

の
準

備
日
数
 

 ⑷
 

開
示
の

実
施
に

要
す
る
費

用
の

額
 

 
 

写
し
の

作
成
に

要
す
る
費

用
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
円
 

 
 

写
し
の

送
付
に

要
す
る
費

用
 

郵
便

切
手
 

 
 
 
 

円
分
 

 ５
 

担
当
課

等
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

電
話

 
 
 

 
 
 
内

線
 

１
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

２
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
１

の
審

査
請

求
の

ほ
か

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 

３
 

１
の

審
査

請
求

を
し

た
場

合
は

、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 
注

 
当

日
は

、
こ

の
通

知
書

及
び

運
転

免
許

証
等

請
求

者
本

人
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
書

類
を

御
持

参
の

上
、

上
記

の
開

示
場

所
ま

で
お

越
し

く
だ

さ
い

。
 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
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第384号

 

様
式

第
５

（
第

４
条

関
係

）
 

保
 
有

 
個

 
人

 
情

 
報

 
不

 
開

 
示

 
決

 
定

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 
 
 
 

 
 

号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い

て
は

、
次

の
と

お
り

開
示

し
な

い
こ

と
に

決
定

し
ま

し
た

の
で

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
8
2
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

開
示

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

の
内

容
 

    （
行

政
文

書
の

名
称

：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

開
示

し
な

い
こ

と
と

し
た

根
拠

規
定

及
び

当
該

規
定

を
適

用
す

る
理

由
 

    

担
当

課
等
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

 
 

内
線

 
 

 
 

 
１

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
２

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

１
の

審
査

請
求

の
ほ

か
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）
。

 
３

 
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

 

様
式

第
６

（
第

５
条

関
係

）
 

決
 
定

 
期

 
間

 
延

 
長

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

 
 

 
 

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
 

つ
い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
 
 
条

第
 

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

 

と
お

り
決

定
す

る
期

間
を

延
長

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 
 

 
 

請
求

の

あ
っ

た
保

有
個

人
情

報
の

内
容

 

    （
行

政
文

書
の

名
称

：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

）
 

延
長

後
の

決
定

期
間
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
か

ら
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
ま

で
 

 

延
長

の
理

由
 

   

担
当

課
等
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

 
 

内
線

 
 

 
 

 

 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
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第384号

 

様
式

第
７

（
第

６
条

関
係

）
 

決
 
定

 
期

 
間

 
特

 
例

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

施
行

条
例

第
３

条
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

8
4
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

決
定

す
る

期
間

を
延

長
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

開
示

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

の
内

容
 

    （
行

政
文

書
の

名
称

：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

）
 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
第

３
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
す

る
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
8
4
条

（
開

示
決

定

等
の

期
限

の
特

例
）

の
規

定
を

適
用

す
る

理
由

 

 

残
り

の
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
開

示
決

定
等

を
す

る
期

限
 

（
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
に

可
能

な
部

分
に

つ
い

て
開

示
決

定
等

を
行

い
、
残

り
の

部
分

に
つ

い
て

は
、
次

の
期

限
ま

で

に
開

示
決

定
等

を
行

う
予

定
で

す
。
）

 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

担
当

課
等
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

 
 

内
線

 
 

 
 

 

 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。

 

様
式

第
８

（
第

７
条

関
係

）
 

事
 

案
 

移
 

送
 

書
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
殿

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

 
 

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
 

条
第

 
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

移
送

し
ま

す
。

 

 
 

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

の
内

容
 

    （
行

政
文

書
の

名
称

：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

）
 

 
 

請
求

者
氏

名
等
 

氏
 

名
：

 

住
所

（
居

所
）
：

 

連
絡

先
：

 

  
法

定
代
理

人
又
は

任
意
代
理

人
に

よ
る

請
求
の

場
合
 

 
本

人
の
状

況
 
□

未
成
年
者

（
 

 
 

年
 
 

月
 
 
日

生
）
 

 
□

成
年
被

後
見
人
 

□
任

意
代
理

人
委
任

者
 

 
本

人
の
氏

名
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
本

人
の
住

所
（
居

所
）
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

添
付

資
料

等
 

   

備
考
 
（
複
数
の
他
の
行
政
機
関
の
長
等
に
移
送
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
）
 

 

担
当

課
等
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

 
 

内
線

 
 

 
 

 

 

備
考

 
１

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

 
 

 
２

 
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
に

よ
る

請
求

の
場

合
は

、
本

人
の

状
況

の
う

ち
該

当
す

る

□
に

レ
印

を
付

す
こ

と
。
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第384号

 

様
式

第
９

（
第

７
条

関
係

）
 

事
 
案

 
移

 
送

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

 
 

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
 

条
第

 
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

移
送

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 
 

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

の
内

容
 

    （
行

政
文

書
の

名
称
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

）
 

移
送

を
し

た
日
 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

移
送

を
し

た
行

政
機

関
等

（
企

業
庁

長
）

の
担

当
課

等
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

 
 

内
線

 
 

 
 

 

移
送

を
受

け
た

行
政

機
関

等
（

 
 

決
定

等
を

す
る

行
政

機
関

等
）

 

    

移
送

を
受

け
た

行
政

機
関

等
の

担
当

課
等
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

 
 

内
線

 
 

 
 

 

移
送

を
し

た
理

由
 

   

 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

 

様
式

第
1
0
（

第
８

条
関

係
）

 

意
 

見
 

照
 

会
 

書
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

 

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

7
7
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
開

示
請

求
の

あ
り

ま
し

た
保

有
個

人
情

報
に

、
あ

な
た

に
関

す
る

情
報

が
含

ま
れ

て
い

ま
す

の
で

、
同

法
 

第
8
6
条

第
 

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

本
件

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

開
示

に
つ

い
て

御
意

見
が

あ
れ

ば
、
別

紙
に

よ
り

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

ま
で

に
回

答
し

て
く

だ
さ

い
。

 

開
示

請
求

の
あ

っ
た

保

有
個

人
情

報
が

記
録

さ

れ
て

い
る

行
政

文
書

の

名
称

 

     

開
示

請
求

の
年

月
日

 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 

開
示

請
求

の
あ

っ
た

保

有
個

人
情

報
に

含
ま

れ

て
い

る
あ

な
た

に
関

す

る
情

報
の

内
容

 

   

意
見

書
の

提
出

先
（

担

当
課

等
）

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
 

 
 

 
 

 
内

線
 

 
 

 
 

個
人

情
報

の
保

護
に

関

す
る

法
律

第
8
6
条

第
２

項
第

１
号

又
は

第
２

号

の
規

定
の

適
用

の
区

分

及
び

当
該

規
定

を
適

用

す
る

理
由

 

   

 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
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第384号

 

別
紙

 

意
 

 
 

 
 

見
 

 
 

 
 

書
 

 

年
 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

 

 
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
 
 
殿

 

 

氏
名

 

郵
便

番
号

 

住
所

（
居

所
）

 
電

話
番

号
 

 

開
示

請
求

の
あ

っ
た

保

有
個

人
情

報
が

記
録

さ

れ
て

い
る

行
政

文
書

の

名
称

 

    

開
示

に
つ

い
て

の
意

見
 

該
当

す
る

番
号

を

○
で

囲
ん

で
く

だ

さ
い

。
 

 １
 

開
示

し
て

も
差

し
支

え
な

い
。

 

２
 

開
示

に
反

対
す

る
。

 

 

開
示

に
反

対
す

る
場

合

の
意

見
 

⑴
 

開
示

に
反

対
す

る
部

分
 

       ⑵
 

開
示

に
反

対
す

る
具

体
的

理
由

 

          

 

備
考

 
 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

 

 

様
式

第
1
1
（

第
８

条
関

係
）

 

開
 
示

 
決

 
定

 
に

 
係

 
る

 
通

 
知

 
書

 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
開

示
に

反
対

す
る

意
見

書
の

提
出

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
審

査
請

求
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
あ

り
ま

し
た

保
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

開
示

に
反

対
す

る
意

思
の

表
示

 
 

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
そ

の
 
 

 
を

開
示

す
る

こ
と

と
し

ま
し

た
の

で
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

8
6
条

第
３

項
 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

1
0
7
条

第
１

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

8
6
条

第
 

の
規

定
に

よ
り

通
知

し
ま

す
。

 
 開

示
請

求
の

あ
っ

た
保

有
個

人
情

報
が

記
録

さ

れ
て

い
る

行
政

文
書

の

名
称

 

  

開
示

請
求

の
年

月
日

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

月
 

 
 

 
日

 

開
示

請
求

の
あ

っ
た

保

有
個

人
情

報
に

含
ま

れ

て
い

る
あ

な
た

に
関

す

る
情

報
の

内
容

 

 

開
示

決
定

を
し

た
理

由
 
 

開
示

を
実

施
す

る
日

 
年

 
 

 
 

月
 

 
 

 
日

 

開
示

し
な

い
こ

と
と

し

た
部

分
 

 

担
当

課
等
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

 
内

線
 

１
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
２

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

１
の

審
査

請
求

の
ほ

か
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）
。

 
３

 
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 
 

備
考

 
１

 
 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

２
 
 
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
1
0
7
条

第
１

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

8
6
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
す

る
場

合
は

、
審

査
請

求
及

び
取

消
訴

訟
に

係
る

教
示

文
を

省
略

す
る

こ
と

。
 

全
部

 
一

部
 

３
項
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第384号

 

様
式

第
1
2
（

第
1
0
条

関
係

）
 

保
有

個
人

情
報

の
開

示
の

実
施

方
法

等
申

出
書

 

 

年
 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

 
 
殿

 

 

氏
名

 

郵
便

番
号

 

住
所

（
居

所
）

 
電

話
番

号
 

 

 
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
8
7
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

申
出

を
し

ま
す

。
 

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

通
知

書
等

の
日

付
及

び
文

書
番

号
 

日
 

 
付

：
 

文
書

番
号

：
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

内
容
 

   

開
示

の
実

施
の

方
法
 

 １
 

庁
舎

に
お

け
る

開
示

の
実

施
を

希
望

す
る

。
 

 
 

＜
実

施
の

方
法

＞
 

 
 

□
 

閲
覧

 

 
 

□
 

写
し

の
交

付
 

 
 

＜
実

施
の

希
望

日
＞

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
午

前
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

 
 

時
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
午

後
 

 
 

 ２
 

写
し

の
送

付
を

希
望

す
る

。
 

 
 

写
し

の
作

成
に

要
す

る
費

用
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 
 

同
封

す
る

郵
便

切
手

等
の

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 

  
 
注

１
 
 
開
示

の
実

施
の

方
法

欄
は
、

該
当

す
る

番
号

を
○

で
囲
ん

で
く

だ
さ

い
。
 

 
 
 
 
２
 
 
開
示

の
実

施
の

方
法

欄
で
１

に
該

当
す

る
場

合
は

、
該

当
す

る
□

に
レ

印
を

付
し

て
く

だ
さ

い
。
 

 

備
考

 
 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

 

様
式

第
1
3
（

第
1
2
条

関
係

）
 

 
 

 
 

 
 

（
表

）
 

保
 
有

 
個

 
人

 
情

 
報

 
訂

 
正

 
請

 
求

 
書

 

 

年
 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

 

 
 
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
 
 
殿

 

 

氏
名

 

郵
便

番
号

 

住
所

（
居

所
）

 
電

話
番

号
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
に

開
示

を
受

け
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て
、

個
人

情
報

の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
9
1
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

訂
正

請
求

を
し

ま
す

。
 

※
 
請

求
者

の
区

分
 

１
 

本
 
 
人

 
 

２
 

本
人

の
法

定
代

理
人

 

３
 

本
人

の
任

意
代

理
人

 

訂
正

請
求

を
す

る
保

有
個

人
情

報
の

内
容
 

決
定

通
知

書
の

文
書

番
号

：
 

決
定

通
知

書
の

日
付

：
 

 開
示

決
定

に
基

づ
き

開
示

を
受

け
た

保
有

個
人

情
報

の
名

称
等

 

  （
行

政
文

書
の

名
称

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

訂
正

請
求

の
趣

旨
 
  

訂
正

請
求

の
理

由
 
  

  
 

請
求

者
の

本
人

確
認

書
類

等
は

、
以

下
の

と
お

り
で

す
。

 

ア
 

請
求

者
本

人
確

認
書

類
 

 
□

 
運

転
免

許
証

 
 

□
 

健
康

保
険

被
保

険
者

証
（

住
所

記
載

の
あ

る
も

の
）

 

 
□

 
個

人
番

号
カ

ー
ド

 

 
□

 
在

留
カ

ー
ド

又
は

特
別

永
住

者
証

明
書

 

 
□

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 
□

 
請

求
書

を
送

付
し

て
請

求
を

す
る

場
合

は
、
加

え
て

住
民

票
の

写
し

等
（

請
求

日

前
3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。
）

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。
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（
裏

）
 

 

イ
 

本
人

の
状

況
等
（

法
定

代
理

人
又

は
任

意
代

理
人

が
請

求
す

る
場

合
に

の
み

記
載

し

て
く

だ
さ

い
。
）

 

（
ア

）
 

本
人

の
状

況
 

□
 

未
成

年
者

（
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
生

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

成
年

被
後

見
人

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

任
意

代
理

人
委

任
者

 

 （
イ

）
 

本
人

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 （
ウ

）
 

本
人

の
住

所
（

居
所

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 （
エ

）
 

本
人

の
電

話
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ウ
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

は
、
次

の
い

ず
れ

か
の

書
類

を
提

示
し

、
又

は
提

出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

請
求

資
格

確
認

書
類

 
 

□
 

戸
籍

謄
本
（

請
求

日
前

3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も

の
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

登
記

事
項

証
明

書
（

請
求

日
前

3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も
の

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

エ
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

は
、
次

の
書

類
を

提
示

し
、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

請
求

資
格

確
認

書
類

 
 

□
 

委
任

状
（

請
求

日
前

3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も

の
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

  

 
 
 
 
次

の
欄

は
、

記
入

す
る

必
要

が
あ

り
ま

せ
ん

。
 

担
当

課
等
 

 

備
 

 
 

考
 

 

  
 
注

１
 
 
※
印

の
欄
は

、
該
当

す
る

番
号

を
○
で

囲
ん
で
く

だ
さ

い
。
 

 
 
 

２
 
 
請
求

の
際
に

は
、
運

転
免

許
証
等

請
求
者

本
人
で

あ
る

こ
と
を

証
明
す

る
書
類

の
提

示
又

は
提

出
（

送
付

に
よ

る
請

求
を

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
請
求

者
本

人
で

あ
る

こ
と

を
証
明

す

る
書

類
を
提

出
す
る

と
き
は
、

こ
れ

に
加

え
て
住

民
票
の
写

し
等

）
が

必
要
で

す
。
 

 
 
 
 
３

 
 請

求
者
の

本
人
確
認

書
類

等
の

各
欄
は

、
該
当
す

る
□

に
レ

印
を
付

し
て
く
だ

さ
い

。
 

 
 
 

４
 
 
任

意
代

理
人

が
委

任
状

を
提

出
す

る
場

合
は

、
委

任
者

の
実

印
に

よ
り

押
印

し
た

上
で

印

鑑
登

録
証
明

書
（
請

求
日
前
3
0
日

以
内
に

作
成
さ

れ
た
も
の

に
限

る
。）

を
添
付

し
、
又

は
委

任
者

の
運

転
免

許
証

等
本

人
に

対
し

一
に

限
り

発
行

さ
れ

る
書

類
の

写
し

を
併

せ
て

提
出
し

て
く

だ
さ
い

。
委
任

状
は
、
原

本
に

限
り

ま
す
。
 

 備
考

 
 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

 

様
式

第
1
4
（

第
1
3
条

関
係

）
 

保
 
有

 
個

 
人

 
情

 
報

 
訂

 
正

 
決

 
定

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い

て
は

、
次

の
と

お
り

訂
正

を
す

る
こ

と
に

決
定

し
ま

し
た

の
で

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
9
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

訂
正

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

の
内

容
 

    （
行

政
文

書
の

名
称
：
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

訂
正

の
内

容
 

訂
正

前
 

   

訂
正

後
 

   

訂
正

年
月

日
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 

担
当

課
等
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
 

 
 

 
 

 
内

線
 

 
 

 
 

１
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
２

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

１
の

審
査

請
求

の
ほ

か
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）
。

 
３

 
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 
 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
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様
式

第
1
5
（

第
1
3
条

関
係

）
 

保
 
有

 
個

 
人

 
情

 
報

 
一

 
部

 
訂

 
正

 
決

 
定

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い

て
は

、
次

の
と

お
り

そ
の

一
部

の
訂

正
を

す
る

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

9
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

訂
正

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

の
内

容
 

    （
行

政
文

書
の

名
称
：
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

訂
正

の
内

容
 

訂
正

前
 

   

訂
正

後
 

   

訂
正

を
し

な
い

こ
と

と
し

た
部

分
及

び
そ

の
理

由
 

         

訂
正

年
月

日
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 

担
当

課
等
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
 

 
 

 
 

 
内

線
 

 
 

 
 

１
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
２

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

１
の

審
査

請
求

の
ほ

か
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）
。

 
３

 
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 
 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

 

様
式

第
1
6
（

第
1
3
条

関
係

）
 

保
 
有

 
個

 
人

 
情

 
報

 
不

 
訂

 
正

 
決

 
定

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い

て
は

、
次

の
と

お
り

訂
正

を
し

な
い

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

9
3
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

訂
正

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

の
内

容
 

    （
行

政
文

書
の

名
称
：
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

訂
正

を
し

な
い

こ
と

と
し

た
理

由
 

         

担
当

課
等
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電

話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
内

線
 

１
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
２

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

１
の

審
査

請
求

の
ほ

か
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）
。

 
３

 
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
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第384号

 

様
式

第
1
7
（

第
1
4
条

関
係

）
 

決
 
定

 
期

 
間

 
特

 
例

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

 
 

 
 

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
 

つ
い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
 

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
決

定
す

る
期

間
を

延
長

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 
 

 
 

請
求

の

あ
っ

た
保

有
個

人
情

報
の

内
容

 

    （
行

政
文

書
の

名
称

：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

）
 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

 
条

（
 

 
 

 
決

定
等

の
期

限
の

特
例

）
の

規
定

を
適

用
す

る
理

由
 

 

 
 

 
 

決
定

等
を

す
る

期
限

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

月
 

 
 

 
日

 

担
当

課
等
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

 
 

内
線

 
 

 
 

 

 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

               

 

様
式

第
1
8
（

第
1
5
条

関
係

）
 

保
 
有

 
個

 
人

 
情

 
報

 
訂

 
正

 
実

 
施

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

提
供

し
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
9
2
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

訂
正

の
実

施
を

し
ま

し

た
の

で
、

同
法

第
9
7
条

の
規

定
に

よ
り

通
知

し
ま

す
。

 

訂
正

の
実

施
を

し
た

保
有

個
人

情
報

の
内

容
 

    （
行

政
文

書
の

名
称
：
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

訂
正

請
求

者
の

氏
名
 
 

訂
正

請
求

の
趣

旨
 
 

訂
正

の
内

容
 

訂
正

前
 

   

訂
正

後
 

   

訂
正

年
月

日
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 

担
当

課
等
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
 

 
 

 
 

 
内

線
 

 
 

 
 

 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
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第384号

 

様
式

第
1
9
（

第
1
6
条

関
係

）
 

 
 

 
 

 
 

（
表

）
 

保
 
有

 
個

 
人

 
情

 
報

 
利

 
用

 
停

 
止

 
請

 
求

 
書

 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
 
 
殿

 

 

氏
名

 

郵
便

番
号

 

住
所

（
居

所
）

 
電

話
番

号
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
に

開
示

を
受

け
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
9
9
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

利
用

停
止

請
求

を
し

ま
す

。
 

※
 
請

求
者

の
区

分
 

１
 

本
 
 
人

 
 

２
 

本
人

の
法

定
代

理
人

 

３
 

本
人

の
任

意
代

理
人

 

利
用

停
止

請
求

を
す

る
保

有
個

人
情

報
の

内
容

 

決
定

通
知

書
の

文
書

番
号

：
 

決
定

通
知

書
の

日
付

：
 

 開
示

決
定

に
基

づ
き

開
示

を
受

け
た

保
有

個
人

情
報

の
名

称
等

 

  （
行

政
文

書
の

名
称

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

※
 
利

用
停

止
請

求

の
趣

旨
 

 １
 

法
第

98
条

第
１

項
第

１
号

該
当
→

 
□

 
利

用
の

停
止
 

□
 

消
去
 

 ２
 

法
第

98
条

第
１

項
第

２
号

該
当
→

 
提

供
の

停
止
 

 

利
用

停
止

請
求

の
理

由
 

  

  
 

請
求

者
の

本
人

確
認

書
類

等
は

、
以

下
の

と
お

り
で

す
。

 

ア
 

請
求

者
本

人
確

認
書

類
 

 
□

 
運

転
免

許
証

 
 

□
 

健
康

保
険

被
保

険
者

証
（

住
所

記
載

の
あ

る
も

の
）

 

 
□

 
個

人
番

号
カ

ー
ド

 

 
□

 
在

留
カ

ー
ド

又
は

特
別

永
住

者
証

明
書

 

 
□

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 
□

 
請

求
書

を
送

付
し

て
請

求
を

す
る

場
合

は
、
加

え
て

住
民

票
の

写
し

等
（

請
求

日

前
3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。
）

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 

 

（
裏

）
 

 

イ
 

本
人

の
状

況
等
（

法
定

代
理

人
又

は
任

意
代

理
人

が
請

求
す

る
場

合
に

の
み

記
載

し

て
く

だ
さ

い
。
）

 

（
ア

）
 

本
人

の
状

況
 

□
 

未
成

年
者

（
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
生

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

成
年

被
後

見
人

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

任
意

代
理

人
委

任
者

 

 （
イ

）
 

本
人

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 （
ウ

）
 

本
人

の
住

所
（

居
所

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 （
エ

）
 

本
人

の
電

話
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ウ
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

は
、
次

の
い

ず
れ

か
の

書
類

を
提

示
し

、
又

は
提

出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

請
求

資
格

確
認

書
類

 
 

□
 

戸
籍

謄
本
（

請
求

日
前

3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も

の
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

登
記

事
項

証
明

書
（

請
求

日
前

3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も
の

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

エ
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

は
、
次

の
書

類
を

提
示

し
、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

請
求

資
格

確
認

書
類

 
 

□
 

委
任

状
（

請
求

日
前

3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も

の
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

  
 
 
 
次

の
欄

は
、

記
入

す
る

必
要

が
あ

り
ま

せ
ん

。
 

担
当

課
等
 

 

備
 

 
 

考
 

 

  
注

１
 
 
※
印

の
欄
は

、
該
当

す
る

番
号

を
○
で

囲
ん
で
く

だ
さ

い
。
 

 
２

 
利
用

停
止
請

求
の
趣
旨

欄
は

、
法

第
9
8条

第
１
項
第

１
号

を
選

択
し
た

場
合
は
、

該
当

す

る
□

に
レ
印

を
付
し

て
く
だ
さ

い
。
 

 
 
３

 
 
請
求

の
際
に

は
、
運
転

免
許

証
等

請
求
者

本
人
で
あ

る
こ

と
を

証
明
す

る
書
類
の

提
示

又

は
提

出
（

送
付

に
よ

る
請

求
を

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
請
求

者
本

人
で

あ
る

こ
と

を
証
明

す

る
書

類
を
提

出
す
る

と
き
は
、

こ
れ

に
加

え
て
住

民
票
の
写

し
等

）
が

必
要
で

す
。
 

 
 
 
 
４

 
 請

求
者
の

本
人
確
認

書
類

等
の

各
欄
は

、
該
当
す

る
□

に
レ

印
を
付

し
て
く
だ

さ
い

。
 

 
 
 

５
 
 任

意
代
理

人
が
委
任

状
を

提
出

す
る
場

合
は
、
委

任
者

の
実

印
に
よ

り
押
印
し

た
上

で
印

鑑
登

録
証
明

書
（

請
求
日

前
3
0
日

以
内
に

作
成
さ

れ
た
も
の

に
限

る
。
）
を

添
付
し

、
又

は
委

任
者

の
運

転
免

許
証

等
本

人
に

対
し

一
に

限
り

発
行

さ
れ

る
書

類
の

写
し

を
併

せ
て

提
出

し

て
く

だ
さ
い

。
委
任

状
は
、
原

本
に

限
り

ま
す
。

 

備
考

 
 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
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第384号

 

様
式

第
2
0
（

第
1
7
条

関
係

）
 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

決
定

通
知

書
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
利

用
停

止
を

す
る

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

1
0
1
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

利
用

停
止

請
求

の

あ
っ

た
保

有
個

人
情

報
の

内
容

 

    （
行

政
文

書
の

名
称
：
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

利
用

停
止

の
内

容
 

   

利
用

停
止

年
月

日
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 

担
当

課
等
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

 
 

内
線

 
 

 
 

 
１

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
２

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

１
の

審
査

請
求

の
ほ

か
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）
。

 
３

 
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

 

様
式

第
2
1
（

第
1
7
条

関
係

）
 

保
有

個
人

情
報

一
部

利
用

停
止

決
定

通
知

書
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
そ

の
一

部
の

利
用

停
止

を
す

る
こ

と
に

決
定

し
ま

し
た

の
で

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
1
0
1
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

利
用

停
止

請
求

の

あ
っ

た
保

有
個

人
情

報
の

内
容

 

    （
行

政
文

書
の

名
称

：
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

利
用

停
止

の
内

容
 

   

利
用

停
止

を
し

な
い

こ
と

と
し

た
部

分
及

び
そ

の
理

由
 

         

利
用

停
止

年
月

日
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 

担
当

課
等
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
 

 
 

 
 

 
内

線
 

 
 

 
 

１
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
２

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

１
の

審
査

請
求

の
ほ

か
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）
。

 
３

 
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 
 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
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第384号

 

様
式

第
2
2
（

第
1
7
条

関
係

）
 

保
有

個
人

情
報

利
用

不
停

止
決

定
通

知
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
利

用
停

止
を

し
な

い
こ

と
に

決
定

し
ま

し
た

の
で

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
1
0
1
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

利
用

停
止

請
求

の

あ
っ

た
保

有
個

人
情

報
の

内
容

 

    （
行

政
文

書
の

名
称

：
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

利
用

停
止

を
し

な
い

こ
と

と
し

た
理

由
 

         

担
当

課
等
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電

話
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
内

線
 

１
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
２

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

１
の

審
査

請
求

の
ほ

か
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）
。

 
３

 
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

公
営

企
業

管
理

者
企

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 
 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

 

様
式

第
2
3
（

第
2
0
条

関
係

）
 

審
 
議

 
会

 
諮

 
問

 
通

 
知

 
書

 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
の

審
査

請
求

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
愛

知
県

個
人

情
報

保
護

審
議

会
に

諮
問

し
ま

し
た

の
で

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
1
0
5
条

第

３
項

に
お

い
て

準
用

す
る

同
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

審
査

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

内
容

 

     （
行

政
文

書
の

名
称

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

審
査

請
求

の
内

容
 
 

諮
問

し
た

日
 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

月
 

 
 

 
日

 

担
当

課
等
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電

話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
内

線
 

 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
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第384号
　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県企業庁管理規程第２号
　愛知県企業庁職員の管理職手当に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
　　令和５年２月28日

愛知県公営企業管理者　　　　
企業庁長　中　川　喜　仁　

　　　愛知県企業庁職員の管理職手当に関する規程の一部を改正する規程
　愛知県企業庁職員の管理職手当に関する規程（昭和55年愛知県企業庁管理規程第８号）の一部を次のとお
り改正する。
　第３条を次のように改める。
　（管理職手当の月額）
第３条　管理職手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額（その額に１円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。
⑴　次号に掲げる職員以外の職員　当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の占める職に係る前条

第２項又は第３項の規定による区分に応じ、別表第２の管理職手当額欄に定める額（その額が当該職員
の属する職務の級における最高の号給の給料月額に100分の25を乗じて得た額を超えるときは、当該最
高の号給の給料月額に100分の25を乗じて得た額に相当する額とし、その額に１円未満の端数があると
きは、その端数を切り捨てた額）。ただし、次に掲げる職員にあつては、当該額にそれぞれ次に定める
数を乗じて得た額
ア　地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第10条第３項の規定により同条第

１項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員（同法第17条の規定による勤務をすることとなつ
た職員を含む。）　愛知県企業庁職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程（昭和55年愛知県企業
庁管理規程第10号）の規定によりその例によることとされる職員の勤務時間、休日、休暇等に関する
条例（昭和42年愛知県条例第４号）（以下「勤務時間条例」という。）第２条第２項又は第５項の規定
により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数

イ　地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第１項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例
（平成14年愛知県条例第58号）第４条の規定により採用された職員　勤務時間条例第２条第４項又は
第５項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数

⑵　地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の４第１項の規定により採用された職員　当該職員に
適用される給料表の別及び当該職員の占める職に係る前条第２項又は第３項の規定による区分に応じ、
別表第３の管理職手当額欄に定める額（その額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料
月額に100分の25を乗じて得た額を超えるときは、当該最高の号給の給料月額に100分の25を乗じて得た
額に相当する額とし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）に、勤務時間
条例第２条第３項又は第５項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時
間で除して得た数を乗じて得た額

　附則を附則第１項とし、附則に次の１項を加える。
２　愛知県企業庁職員の給与に関する規程の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例

附則第７項の規定の適用を受ける職員に対する第３条の規定の適用については、当分の間、同条第１号中
「額）」とあるのは、「額）に100分の70を乗じて得た額（その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを
切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額）」とする。

　　　附　則
１　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
２　職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年愛知県条例第47号）附則第３条第４

項に規定する暫定再任用職員（同条例附則第11条に規定する暫定再任用短時間勤務職員（以下「暫定再任
用短時間勤務職員」という。）を除く。）に対する改正後の愛知県企業庁職員の管理職手当に関する規程第
３条の規定の適用については、同条第１号中「別表第２」とあるのは、「別表第３」とする。

３　暫定再任用短時間勤務職員は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の４第１項の規定により
採用された職員とみなして、改正後の愛知県企業庁職員の管理職手当に関する規程第３条の規定を適用す
る。

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県企業庁管理規程第３号
　愛知県企業庁長が管理する行政文書の開示に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
　　令和５年２月28日

愛知県公営企業管理者　　　　
企業庁長　中　川　喜　仁　

　　　愛知県企業庁長が管理する行政文書の開示に関する規程の一部を改正する規程
　愛知県企業庁長が管理する行政文書の開示に関する規程（平成12年愛知県企業庁管理規程第１号）の一部
を次のように改正する。
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第384号
　第10条第１項中「の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法」を「に掲げる方法で
あって、企業庁長がその保有するプログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることがで
きるように組み合わされたものをいう。次項において同じ。）により行うことができるもの」に改め、同項
ただし書中「当該各号」を「この項本文」に改め、同項各号を次のように改める。
　⑴　当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧
　⑵　当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
　第10条第２項中「の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法」を「に掲げる方法で
あって、企業庁長がその保有するプログラムにより行うことができるもの」に改め、同項ただし書中「当該
各号」を「この項本文」に改め、同項各号を次のように改める。
　⑴　当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの交付
　⑵　当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
　様式第２中「愛知県公営企業管理者企業庁長　印」を「愛知県公営企業管理者企業庁長　　　　　　　　
印」に、「注１　当日は、この通知書を持参の上、上記の開示場所までお越しください。」を
「１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日

の翌日から起算して３箇月以内に、愛知県公営企業管理者企業庁長に対し
て審査請求をすることができます。

２　この処分について不服がある場合は、１の審査請求のほか、この処分が
あったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、愛知県を被告と
してこの処分の取消しの訴えを提起することもできます（この訴訟におい
て愛知県を代表する者は、愛知県公営企業管理者企業庁長となります。）。

３　１の審査請求をした場合は、その審査請求に対する裁決があったことを
知った日の翌日から起算して６箇月以内に、愛知県を被告としてこの処分
の取消しの訴えを提起することができます（この訴訟において愛知県を代
表する者は、愛知県公営企業管理者企業庁長となります。）。

注１　当日は、この通知書を持参の上、上記の開示場所までお越しください。」

に改める。

　様式第３から様式第５までの規定中「愛知県公営企業管理者企業庁長　印」を「愛知県公営企業管理者企
業庁長　　　　　　　　印」に改める。
　様式第６を次のように改める。
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第384号

新 

 

様式第６（第６条関係） 

決 定 期 間 特 例 通 知 書 

 

                             第       号 

                              年   月   日 

 

              様 

 

               愛知県公営企業管理者企業庁長        印 

 

       年  月  日付けで開示請求のありました行政文書については、愛知県情

報公開条例第13条の規定により、開示決定等をする期間を次のとおりとしましたので通

知します。 

行政文書の名称その他の

開示請求に係る行政文書

を特定するに足りる事項 

 

 

 

 

 

愛知県情報公開条例第

13条（開示決定等の期限

の特例）の規定を適用す

る理由 

 

残りの行政文書について

開示決定等をする期限 

（    年  月  日までに可能な部分について

開示決定等を行い、残りの部分については、次の期限ま

でに開示決定等を行う予定です。） 

       年    月    日 

担 当 課 等 

 

 

              電話             内線 

 

備考  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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第384号
　様式第７中「愛知県公営企業管理者企業庁長　印」を「愛知県公営企業管理者企業庁長　　　　　　　　
印」に、「（愛知県公営企業管理者）」を「（企業庁長）」に改める。
　様式第８中「愛知県公営企業管理者企業庁長　印」を「愛知県公営企業管理者企業庁長　　　　　　　　
印」に改め、同様式別紙中
「

開示に反対する場合の反対の
理由

」

を

「

開示に反対する場合の意見

⑴　開示に反対する部分

⑵　開示に反対する具体的理由

」

に改める。

　様式第９中「愛知県公営企業管理者企業庁長　印」を「愛知県公営企業管理者企業庁長　　　　　　　　

印」に、
「　　　　　　　　　　第15条第３項
　愛知県情報公開条例
　　　　　　　　　　　第19条第５項において準用する同条例第15条第３項」

を

「愛知県情報公開条例第15条第３項

　愛知県情報公開条例第19条第５項において準用する同条例第15条第３項」
に改める。

　様式第10中「愛知県公営企業管理者企業庁長　印」を「愛知県公営企業管理者企業庁長　　　　　　　　
印」に改める。
　　　附　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　 病院事業庁管理規程

愛知県病院事業庁管理規程第１号
　愛知県病院事業庁長が保有する個人情報の保護に関する規程を次のように定める。
　　令和５年２月28日

愛知県病院事業管理者　　　　　　
病院事業庁長　髙　橋　　　隆　

　　　愛知県病院事業庁長が保有する個人情報の保護に関する規程
　（趣旨）
第１条　この規程は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）、個人情報

の保護に関する法律施行令（平成15年政令第507号。以下「令」という。）及び個人情報の保護に関する法
律施行条例（令和４年愛知県条例第51号。以下「条例」という。）の規定に基づき、愛知県病院事業庁長（以
下「病院事業庁長」という。）が保有する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

　（個人情報ファイル簿の様式）
第２条　法第75条第１項に規定する個人情報ファイル簿は、様式第１のとおりとする。
　（開示請求書の様式）
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第３条　法第77条第１項に規定する開示請求書は、様式第２のとおりとする。
　（開示決定通知書等の様式）
第４条　法第82条第１項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式の

とおりとする。
⑴　法第76条第１項の規定による開示の請求（以下「開示請求」という。）に係る保有個人情報の全部を

開示する旨の決定　様式第３
⑵　開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定　様式第４

２　法第82条第２項に規定する書面は、様式第５のとおりとする。
　（決定期間延長通知書の様式）
第５条　法第83条第２項、第94条第２項及び第102条第２項に規定する書面は、様式第６のとおりとする。
　（開示請求に係る決定期間特例通知書の様式）
第６条　法第84条に規定する書面は、様式第７のとおりとする。
　（事案の移送の様式）
第７条　法第85条第１項及び第96条第１項の規定による事案の移送は、様式第８により行うものとする。
２　法第85条第１項及び第96条第１項に規定する書面は、様式第９のとおりとする。
　（第三者に対する意見照会における通知書等の様式）
第８条　法第86条第１項の規定による通知を書面により行う場合の当該書面は、様式第10のとおりとする。
２　法第86条第２項に規定する書面は、様式第10のとおりとする。
３　法第86条第３項（法第107条第１項において準用する場合を含む。）に規定する書面は、様式第11のとお

りとする。
　（保有個人情報の開示の実施）
第９条　法第87条第１項の規定により写しの交付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における

行政文書（法第60条第１項ただし書に規定する地方公共団体等行政文書をいう。以下同じ。）の写しの交
付の部数は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書１件につき１部とする。

２　法第87条第１項の規定により閲覧の方法による保有個人情報の開示を実施する場合において、当該保有
個人情報が記録されている行政文書の閲覧をする者が当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するお
それがあると認めるときは、病院事業庁長は、当該行政文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

３　法第87条第１項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる方法の区分に応じ、当該各号に定める
方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、病院事業庁長が適当と認める方法とする。
⑴　閲覧に準ずる方法　次に掲げる方法であって、病院事業庁長がその保有するプログラム（電子計算機

に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。）
により行うことができるもの
ア　当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧
イ　当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

⑵　写しの交付に準ずる方法　次に掲げる方法であって、病院事業庁長がその保有するプログラムにより
行うことができるもの
ア　当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの交付
イ　当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

　（開示の実施方法等申出書の様式）
第10条　令第26条第１項に規定する書面は、様式第12のとおりとする。
　（費用の負担）
第11条　条例第４条第２項の県の機関等の規程で定めるものは、第９条第３項第２号に定める方法又は同項

ただし書に規定する方法により交付されるものの作成及び送付とする。
　（訂正請求書の様式）
第12条　法第91条第１項に規定する訂正請求書は、様式第13のとおりとする。
　（訂正決定通知書等の様式）
第13条　法第93条第１項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式の

とおりとする。
⑴　法第90条第１項の規定による訂正（追加又は削除を含む。以下同じ。）の請求（以下「訂正請求」という。）

に係る保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定　様式第14
⑵　訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定　様式第15

２　法第93条第２項に規定する書面は、様式第16のとおりとする。
　（訂正請求及び利用停止請求に係る決定期間特例通知書の様式）
第14条　法第95条及び第103条に規定する書面は、様式第17のとおりとする。
　（訂正実施通知書の様式）
第15条　法第97条に規定する書面（情報提供等記録（行政手続における特定の個人を識別するための番号



令和５年２月28日　　　　　火曜日　　　　愛  知  県  公  報

-23-

第384号
の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第23条第１項及び第２項（これらの規定を同法第26条にお
いて準用する場合を含む。）に規定する記録に記録された同法第２条第８項に規定する特定個人情報をい
う。）の訂正を実施した旨を通知する場合に係るものを除く。）は、様式第18のとおりとする。

　（利用停止請求書の様式）
第16条　法第99条第１項に規定する利用停止請求書は、様式第19のとおりとする。
　（利用停止決定通知書等の様式）
第17条　法第101条第１項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式

のとおりとする。
⑴　法第98条第１項の規定による利用停止（利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下同じ。）の請求（以

下「利用停止請求」という。）に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定　様式第20
⑵　利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定　様式第21

２　法第101条第２項に規定する書面は、様式第22のとおりとする。
　（口頭により閲覧の求めをすることができる保有個人情報）
第18条　病院事業庁長は、条例第５条第１項の規定により口頭により閲覧の求めをすることができる保有個

人情報を定めたときは、当該保有個人情報の項目並びに口頭により閲覧の求めをすることができる期間及
び場所を愛知県公報に登載するものとする。

　（口頭による保有個人情報の閲覧の求めにおける本人の証明に必要な書類）
第19条　条例第５条第１項の規定による閲覧の求めをする者は、病院事業庁長に対し、次の各号に掲げる書

類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
⑴　閲覧の求めをする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免

許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律第２条第７項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）第19
条の３に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に
関する特例法（平成３年法律第71号）第７条第１項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに
基づく命令の規定により交付された書類であって、当該閲覧の求めをする者が本人であることを確認す
るに足りるもの

⑵　前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、
当該閲覧の求めをする者が本人であることを確認するため病院事業庁長が適当と認める書類

　（諮問の通知の様式）
第20条　法第105条第３項において準用する同条第２項の規定による通知は、様式第23により行うものとす

る。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　（愛知県病院事業庁長の保有する個人情報の保護に関する規程の廃止）
２　愛知県病院事業庁長の保有する個人情報の保護に関する規程（平成17年愛知県病院事業庁管理規程第１

号）は、廃止する。
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記

事
項

証
明

書
（

請
求

日
前

3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も
の

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

エ
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

は
、
次

の
書

類
を

提
示

し
、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

請
求

資
格

確
認

書
類

 
 

□
 

委
任

状
（

請
求

日
前

3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も

の
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

   
 
 
 
次

の
欄

は
、

記
入

す
る

必
要

が
あ

り
ま

せ
ん

。
 

担
当

課
等
 

 

備
考

 
 

  
 
注

１
 
 
※
印

の
欄
は

、
該
当

す
る

番
号

を
○
で

囲
ん
で
く

だ
さ

い
。
 

 
 
 

２
 
 
請
求

の
際
に

は
、
運

転
免

許
証
等

請
求
者

本
人
で

あ
る

こ
と
を

証
明
す

る
書
類

の
提

示
又

は
提

出
（

送
付

に
よ

る
請

求
を

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
請
求

者
本

人
で

あ
る

こ
と

を
証
明

す

る
書

類
を
提

出
す
る

と
き
は
、

こ
れ

に
加

え
て
住

民
票
の
写

し
等

）
が

必
要
で

す
。
 

 
 
 
 
３

 
 
開
示

の
実
施

の
方
法

等
欄

及
び
請

求
者
の

本
人
確

認
書

類
等
の

各
欄
は

、
該
当

す
る

□
に

レ
印

を
付
し

て
く
だ

さ
い
。
 

 
 
 

４
 
 
任
意

代
理
人

が
委
任

状
を

提
出
す

る
場
合

は
、
委

任
者

の
実
印

に
よ
り

押
印
し

た
上

で
印

鑑
登

録
証
明

書
（

請
求
日

前
3
0
日

以
内
に

作
成
さ

れ
た
も
の

に
限

る
。）

を
添

付
し

、
又

は
委

任
者

の
運

転
免

許
証

等
本

人
に

対
し

一
に
限

り
発

行
さ

れ
る

書
類

の
写
し

を
併

せ
て

提
出

し

て
く

だ
さ
い

。
委
任

状
は
、
原

本
に

限
り

ま
す
。

 

 備
考

 
 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
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-26-

第384号

 

様
式

第
３

（
第

４
条

関
係

）
 

保
 
有

 
個

 
人

 
情

 
報

 
開

 
示

 
決

 
定

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い

て
は

、
次

の
と

お
り

開
示

す
る

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

8
2
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

 

１
 

開
示
請

求
の
あ

っ
た
保
有

個
人

情
報

の
内
容

 

 （
行

政
文
書

の
名
称

：
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
）
 

 

２
 

開
示
す

る
保
有

個
人
情
報

の
利

用
目

的
 

 

 ３
 

開
示
の

実
施
の

方
法
等

 

⑴
 

開
示
の

実
施
の

方
法
等
 

 ⑵
 

開
示
を

実
施
す

る
こ
と
が

で
き

る
日

時
及
び

場
所
 

 
 

期
間
：

 
月
 

日
か
ら
 

月
 

日
ま

で
 

 
 

（
日
曜

日
、
土

曜
日
、
休

日
及

び
12
月

2
9日

か
ら
翌
年

１
月

３
日

ま
で
の

日
を
除
く

。
）
 

 
 

時
間
：
 

 
 

場
所
：
 

⑶
 

写
し
の

送
付
を

希
望
す
る

場
合

の
準

備
日
数
 

 ⑷
 

開
示
の

実
施
に

要
す
る
費

用
の

額
 

 
 

写
し
の

作
成
に

要
す
る
費

用
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
円
 

 
 
 
写

し
の

送
付
に

要
す
る
費

用
 

郵
便

切
手
 

 
 
 
 

円
分
 

 
 ４

 
担

当
課

等
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

電
話

 
 
 

 
 
 
内

線
 

１
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

２
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
１

の
審

査
請

求
の

ほ
か

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）
。 

３
 

１
の

審
査

請
求

を
し

た
場

合
は

、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 

注
 
 
当

日
は

、
こ

の
通

知
書

及
び

運
転

免
許

証
等

請
求

者
本

人
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
書

類
を

御
持

参
の

上
、

上
記

の
開

示
場

所
ま

で
お

越
し

く
だ

さ
い

。
 

 備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

 

様
式

第
４

（
第

４
条

関
係

）
 

保
 
有

 
個

 
人

 
情

 
報

 
一

 
部

 
開

 
示

 
決

 
定

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い

て
は

、
次

の
と

お
り

そ
の

一
部

を
開

示
す

る
こ

と
に

決
定

し
ま

し
た

の
で

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
8
2
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

 

１
 

開
示
請

求
の
あ

っ
た
保
有

個
人

情
報

の
内
容

 

 （
行

政
文
書

の
名
称

：
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
）
 

 ２
 

開
示
し

な
い
こ

と
と
し
た

部
分

及
び

そ
の
理

由
 

 

 ３
 

開
示
す

る
保
有

個
人
情
報

の
利

用
目

的
 

 
 ４

 
開

示
の

実
施
の

方
法
等

 

⑴
 

開
示
の

実
施
の

方
法
等
 

 ⑵
 

開
示
を

実
施
す

る
こ
と
が

で
き

る
日

時
及
び

場
所
 

 
 

期
間
：

 
月
 

日
か
ら
 

月
 

日
ま

で
 

 
 

（
日
曜

日
、
土

曜
日
、
休

日
及

び
12
月

2
9日

か
ら
翌
年

１
月

３
日

ま
で
の

日
を
除
く

。
）
 

 
 

時
間
：
 

 
 

場
所
：
 

⑶
 

写
し
の

送
付
を

希
望
す
る

場
合

の
準

備
日
数
 

 ⑷
 

開
示
の

実
施
に

要
す
る
費

用
の

額
 

 
 

写
し
の

作
成
に

要
す
る
費

用
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
円
 

 
 

写
し
の

送
付
に

要
す
る
費

用
 

郵
便

切
手
 

 
 
 
 

円
分
 

 ５
 

担
当
課

等
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

電
話

 
 
 

 
 
 
内

線
 

１
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

２
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
１

の
審

査
請

求
の

ほ
か

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）
。 

３
 

１
の

審
査

請
求

を
し

た
場

合
は

、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 
注

 
当

日
は

、
こ

の
通

知
書

及
び

運
転

免
許

証
等

請
求

者
本

人
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
書

類
を

御
持

参
の

上
、

上
記

の
開

示
場

所
ま

で
お

越
し

く
だ

さ
い

。
 

 備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 



令和５年２月28日　　　　　火曜日　　　　愛  知  県  公  報

-27-

第384号

 

様
式

第
５

（
第

４
条

関
係

）
 

保
 
有

 
個

 
人

 
情

 
報

 
不

 
開

 
示

 
決

 
定

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 
 
 
 

 
 

号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い

て
は

、
次

の
と

お
り

開
示

し
な

い
こ

と
に

決
定

し
ま

し
た

の
で

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
8
2
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

開
示

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

の
内

容
 

    （
行

政
文

書
の

名
称

：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

開
示

し
な

い
こ

と
と

し
た

根
拠

規
定

及
び

当
該

規
定

を
適

用
す

る
理

由
 

    

担
当

課
等
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

 
 

内
線

 
 

 
 

 
１

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
２

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

１
の

審
査

請
求

の
ほ

か
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 
３

 
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。）
。

 
 備

考
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

産
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
。

 

 

様
式

第
６

（
第

５
条

関
係

）
 

決
 
定

 
期

 
間

 
延

 
長

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

 
 

 
 

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
 

つ
い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
 
 
条

第
 

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

 

と
お

り
決

定
す

る
期

間
を

延
長

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 
 

 
 

請
求

の

あ
っ

た
保

有
個

人
情

報
の

内
容

 

    （
行

政
文

書
の

名
称

：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

）
 

延
長

後
の

決
定

期
間
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
か

ら
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
ま

で
 

 

延
長

の
理

由
 

   

担
当

課
等
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

 
 

内
線

 
 

 
 

 

 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
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-28-

第384号

 

様
式

第
７

（
第

６
条

関
係

）
 

決
 
定

 
期

 
間

 
特

 
例

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

施
行

条
例

第
３

条
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

8
4
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

決
定

す
る

期
間

を
延

長
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

開
示

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

の
内

容
 

    （
行

政
文

書
の

名
称

：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

）
 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
第

３
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
す

る
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
8
4
条

（
開

示
決

定

等
の

期
限

の
特

例
）

の
規

定
を

適
用

す
る

理
由

 

 

残
り

の
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
開

示
決

定
等

を
す

る
期

限
 

（
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
に

可
能

な
部

分
に

つ
い

て
開

示
決

定
等

を
行

い
、
残

り
の

部
分

に
つ

い
て

は
、
次

の
期

限
ま

で

に
開

示
決

定
等

を
行

う
予

定
で

す
。
）

 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

担
当

課
等
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

 
 

内
線

 
 

 
 

 

 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。

 

様
式

第
８

（
第

７
条

関
係

）
 

事
 

案
 

移
 

送
 

書
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
殿

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

 
 

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
 

条
第

 
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

移
送

し
ま

す
。

 

 
 

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

の
内

容
 

    （
行

政
文

書
の

名
称

：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

）
 

 
 

請
求

者
氏

名
等
 

氏
 

名
：

 

住
所

（
居

所
）
：

 

連
絡

先
：

 

  
法

定
代
理

人
又
は

任
意
代
理

人
に

よ
る

請
求
の

場
合
 

 
本

人
の
状

況
 
□

未
成
年
者

（
 

 
 

年
 
 

月
 
 
日

生
）
 

 
□

成
年
被

後
見
人
 

□
任

意
代
理

人
委
任

者
 

 
本

人
の
氏

名
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
本

人
の
住

所
（
居

所
）
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

添
付

資
料

等
 

   

備
考
 
（
複
数
の
他
の
行
政
機
関
の
長
等
に
移
送
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
）
 

 

担
当

課
等
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

 
 

内
線

 
 

 
 

 

 

備
考

 
１

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

 
 

 
２

 
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
に

よ
る

請
求

の
場

合
は

、
本

人
の

状
況

の
う

ち
該

当
す

る

□
に

レ
印

を
付

す
こ

と
。
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-29-

第384号

 

様
式

第
９

（
第

７
条

関
係

）
 

事
 
案

 
移

 
送

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

 
 

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
 

条
第

 
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

移
送

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 
 

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

の
内

容
 

    （
行

政
文

書
の

名
称
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

）
 

移
送

を
し

た
日
 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

移
送

を
し

た
行

政
機

関
等

（
病

院
事

業
庁

長
）

の
担

当
課

等
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

 
 

内
線

 
 

 
 

 

移
送

を
受

け
た

行
政

機
関

等
（

 
 

決
定

等
を

す
る

行
政

機
関

等
）

 

    

移
送

を
受

け
た

行
政

機
関

等
の

担
当

課
等
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

 
 

内
線

 
 

 
 

 

移
送

を
し

た
理

由
 

   

 
 備

考
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

産
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
。

 

 

様
式

第
1
0
（

第
８

条
関

係
）

 

意
 

見
 

照
 

会
 

書
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

7
7
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
開

示
請

求
の

あ
り

ま
し

た
保

有
個

人
情

報
に

、
あ

な
た

に
関

す
る

情
報

が
含

ま
れ

て
い

ま
す

の
で

、
同

法
 

第
8
6
条

第
 

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

本
件

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

開
示

に
つ

い
て

御
意

見
が

あ
れ

ば
、
別

紙
に

よ
り

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

ま
で

に
回

答
し

て
く

だ
さ

い
。

 

開
示

請
求

の
あ

っ
た

保

有
個

人
情

報
が

記
録

さ

れ
て

い
る

行
政

文
書

の

名
称

 

     

開
示

請
求

の
年

月
日

 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 

開
示

請
求

の
あ

っ
た

保

有
個

人
情

報
に

含
ま

れ

て
い

る
あ

な
た

に
関

す

る
情

報
の

内
容

 

   

意
見

書
の

提
出

先
（

担

当
課

等
）

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
 

 
 

 
 

 
内

線
 

 
 

 
 

個
人

情
報

の
保

護
に

関

す
る

法
律

第
8
6
条

第
２

項
第

１
号

又
は

第
２

号

の
規

定
の

適
用

の
区

分

及
び

当
該

規
定

を
適

用

す
る

理
由

 

   

 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
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-30-

第384号

 

別
紙

 

意
 

 
 

 
 

見
 

 
 

 
 

書
 

 

年
 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

 

 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 
 
殿

 

 

氏
名

 

郵
便

番
号

 

住
所

（
居

所
）

 
電

話
番

号
 

 

開
示

請
求

の
あ

っ
た

保

有
個

人
情

報
が

記
録

さ

れ
て

い
る

行
政

文
書

の

名
称

 

    

開
示

に
つ

い
て

の
意

見
 

該
当

す
る

番
号

を

○
で

囲
ん

で
く

だ

さ
い

。
 

 １
 

開
示

し
て

も
差

し
支

え
な

い
。

 

２
 

開
示

に
反

対
す

る
。

 

 

開
示

に
反

対
す

る
場

合

の
意

見
 

⑴
 

開
示

に
反

対
す

る
部

分
 

       ⑵
 

開
示

に
反

対
す

る
具

体
的

理
由

 

          

 
 備

考
 
 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

 

 

様
式

第
1
1
（

第
８

条
関

係
）

 

開
 
示

 
決

 
定

 
に

 
係

 
る

 
通

 
知

 
書

 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
開

示
に

反
対

す
る

意
見

書
の

提
出

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
審

査
請

求
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
あ

り
ま

し
た

保
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

開
示

に
反

対
す

る
意

思
の

表
示

 
 

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
そ

の
 
 

 
を

開
示

す
る

こ
と

と
し

ま
し

た
の

で
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

8
6
条

第
３

項
 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

1
0
7
条

第
１

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

8
6
条

第
 

の
規

定
に

よ
り

通
知

し
ま

す
。

 
 開

示
請

求
の

あ
っ

た
保

有
個

人
情

報
が

記
録

さ

れ
て

い
る

行
政

文
書

の

名
称

 

  

開
示

請
求

の
年

月
日

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

月
 

 
 

 
日

 

開
示

請
求

の
あ

っ
た

保

有
個

人
情

報
に

含
ま

れ

て
い

る
あ

な
た

に
関

す

る
情

報
の

内
容

 

 

開
示

決
定

を
し

た
理

由
 
 

開
示

を
実

施
す

る
日

 
年

 
 

 
 

月
 

 
 

 
日

 

開
示

し
な

い
こ

と
と

し

た
部

分
 

 

担
当

課
等
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

 
内

線
 

１
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
２

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

１
の

審
査

請
求

の
ほ

か
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 
３

 
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。）
。

 
 

備
考

 
１

 
 用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

２
 
 
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
10

7
条

第
１

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

8
6
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
す

る
場

合
は

、
審

査
請

求
及

び
取

消
訴

訟
に

係
る

教
示

文
を

省
略

す
る

こ
と

。
 

全
部

 
一

部
 

３
項
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第384号

 

様
式

第
1
2
（

第
1
0
条

関
係

）
 

保
有

個
人

情
報

の
開

示
の

実
施

方
法

等
申

出
書

 

 

年
 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 

愛
知

県
病

院
事

業
管

理
者

病
院

事
業

庁
長

 
 
殿

 

 

氏
名

 

郵
便

番
号

 

住
所

（
居

所
）

 
電

話
番

号
 

 

 
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
8
7
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

申
出

を
し

ま
す

。
 

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

通
知

書
等

の
日

付
及

び
文

書
番

号
 

日
 

 
付

：
 

文
書

番
号

：
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

内
容
 

   

開
示

の
実

施
の

方
法
 

 １
 

庁
舎

に
お

け
る

開
示

の
実

施
を

希
望

す
る

。
 

 
 

＜
実

施
の

方
法

＞
 

 
 

□
 

閲
覧

 

 
 

□
 

写
し

の
交

付
 

 
 

＜
実

施
の

希
望

日
＞

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
午

前
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

 
 

時
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
午

後
 

 
 

 ２
 

写
し

の
送

付
を

希
望

す
る

。
 

 
 

写
し

の
作

成
に

要
す

る
費

用
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 
 

同
封

す
る

郵
便

切
手

等
の

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 

  
 
注

１
 
 
開
示

の
実

施
の

方
法

欄
は
、

該
当

す
る

番
号

を
○

で
囲
ん

で
く

だ
さ

い
。
 

 
 
 
 
２
 
 
開
示

の
実

施
の

方
法

欄
で
１

に
該

当
す

る
場

合
は

、
該

当
す

る
□

に
レ

印
を

付
し

て
く

だ
さ

い
。
 

 

備
考

 
 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

 

様
式

第
1
3
（

第
1
2
条

関
係

）
 

 
 

 
 

 
 

（
表

）
 

保
 
有

 
個

 
人

 
情

 
報

 
訂

 
正

 
請

 
求

 
書

 

 

年
 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

 

 
 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 
 
殿

 

 

氏
名

 

郵
便

番
号

 

住
所

（
居

所
）

 
電

話
番

号
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
に

開
示

を
受

け
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て
、

個
人

情
報

の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
9
1
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

訂
正

請
求

を
し

ま
す

。
 

※
 
請

求
者

の
区

分
 

１
 

本
 
 
人

 
 

２
 

本
人

の
法

定
代

理
人

 

３
 

本
人

の
任

意
代

理
人

 

訂
正

請
求

を
す

る
保

有
個

人
情

報
の

内
容
 

決
定

通
知

書
の

文
書

番
号

：
 

決
定

通
知

書
の

日
付

：
 

 開
示

決
定

に
基

づ
き

開
示

を
受

け
た

保
有

個
人

情
報

の
名

称
等

 

  （
行

政
文

書
の

名
称

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

訂
正

請
求

の
趣

旨
 
  

訂
正

請
求

の
理

由
 
  

  
 

請
求

者
の

本
人

確
認

書
類

等
は

、
以

下
の

と
お

り
で

す
。

 

ア
 

請
求

者
本

人
確

認
書

類
 

 
□

 
運

転
免

許
証

 
 

□
 

健
康

保
険

被
保

険
者

証
（

住
所

記
載

の
あ

る
も

の
）

 

 
□

 
個

人
番

号
カ

ー
ド

 

 
□

 
在

留
カ

ー
ド

又
は

特
別

永
住

者
証

明
書

 

 
□

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 
□

 
請

求
書

を
送

付
し

て
請

求
を

す
る

場
合

は
、
加

え
て

住
民

票
の

写
し

等
（

請
求

日

前
3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。
）

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。
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（
裏

）
 

 

イ
 

本
人

の
状

況
等
（

法
定

代
理

人
又

は
任

意
代

理
人

が
請

求
す

る
場

合
に

の
み

記
載

し

て
く

だ
さ

い
。
）

 

（
ア

）
 

本
人

の
状

況
 

□
 

未
成

年
者

（
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
生

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

成
年

被
後

見
人

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

任
意

代
理

人
委

任
者

 

 （
イ

）
 

本
人

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 （
ウ

）
 

本
人

の
住

所
（

居
所

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 （
エ

）
 

本
人

の
電

話
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ウ
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

は
、
次

の
い

ず
れ

か
の

書
類

を
提

示
し

、
又

は
提

出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

請
求

資
格

確
認

書
類

 
 

□
 

戸
籍

謄
本
（

請
求

日
前

3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も

の
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

登
記

事
項

証
明

書
（

請
求

日
前

3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も
の

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

エ
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

は
、
次

の
書

類
を

提
示

し
、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

請
求

資
格

確
認

書
類

 
 

□
 

委
任

状
（

請
求

日
前

3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も

の
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

  

 
 
 
 
次

の
欄

は
、

記
入

す
る

必
要

が
あ

り
ま

せ
ん

。
 

担
当

課
等
 

 

備
 

 
 

考
 

 

  
 
注

１
 
 
※
印

の
欄
は

、
該
当

す
る

番
号

を
○
で

囲
ん
で
く

だ
さ

い
。
 

 
 
 

２
 
 
請
求

の
際
に

は
、
運

転
免

許
証
等

請
求
者

本
人
で

あ
る

こ
と
を

証
明
す

る
書
類

の
提

示
又

は
提

出
（

送
付

に
よ

る
請

求
を

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
請
求

者
本

人
で

あ
る

こ
と

を
証
明

す

る
書

類
を
提

出
す
る

と
き
は
、

こ
れ

に
加

え
て
住

民
票
の
写

し
等

）
が

必
要
で

す
。
 

 
 
 
 
３

 
 請

求
者
の

本
人
確
認

書
類

等
の

各
欄
は

、
該
当
す

る
□

に
レ

印
を
付

し
て
く
だ

さ
い

。
 

 
 
 

４
 
 
任

意
代

理
人

が
委

任
状

を
提

出
す

る
場

合
は

、
委

任
者

の
実

印
に

よ
り

押
印

し
た

上
で

印

鑑
登

録
証
明

書
（
請

求
日
前
3
0
日

以
内
に

作
成
さ

れ
た
も
の

に
限

る
。）

を
添
付

し
、
又

は
委

任
者

の
運

転
免

許
証

等
本

人
に

対
し

一
に

限
り

発
行

さ
れ

る
書

類
の

写
し

を
併

せ
て

提
出
し

て
く

だ
さ
い

。
委
任

状
は
、
原

本
に

限
り

ま
す
。
 

 備
考

 
 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

 

様
式

第
1
4
（

第
1
3
条

関
係

）
 

保
 
有

 
個

 
人

 
情

 
報

 
訂

 
正

 
決

 
定

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い

て
は

、
次

の
と

お
り

訂
正

を
す

る
こ

と
に

決
定

し
ま

し
た

の
で

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
9
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

訂
正

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

の
内

容
 

    （
行

政
文

書
の

名
称
：
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

訂
正

の
内

容
 

訂
正

前
 

   

訂
正

後
 

   

訂
正

年
月

日
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 

担
当

課
等
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
 

 
 

 
 

 
内

線
 

 
 

 
 

１
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
２

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

１
の

審
査

請
求

の
ほ

か
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 
３

 
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。）
。

 
 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
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様
式

第
1
5
（

第
1
3
条

関
係

）
 

保
 
有

 
個

 
人

 
情

 
報

 
一

 
部

 
訂

 
正

 
決

 
定

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い

て
は

、
次

の
と

お
り

そ
の

一
部

の
訂

正
を

す
る

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

9
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

訂
正

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

の
内

容
 

    （
行

政
文

書
の

名
称
：
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

訂
正

の
内

容
 

訂
正

前
 

   

訂
正

後
 

   

訂
正

を
し

な
い

こ
と

と
し

た
部

分
及

び
そ

の
理

由
 

         

訂
正

年
月

日
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 

担
当

課
等
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
 

 
 

 
 

 
内

線
 

 
 

 
 

１
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
２

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

１
の

審
査

請
求

の
ほ

か
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 
３

 
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。）
。

 
 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

 

様
式

第
1
6
（

第
1
3
条

関
係

）
 

保
 
有

 
個

 
人

 
情

 
報

 
不

 
訂

 
正

 
決

 
定

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い

て
は

、
次

の
と

お
り

訂
正

を
し

な
い

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

9
3
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

訂
正

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

の
内

容
 

    （
行

政
文

書
の

名
称
：
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

訂
正

を
し

な
い

こ
と

と
し

た
理

由
 

         

担
当

課
等
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電

話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
内

線
 

１
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
２

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

１
の

審
査

請
求

の
ほ

か
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 
３

 
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。）
。

 
 備

考
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

産
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
。
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-34-

第384号

 

様
式

第
1
7
（

第
1
4
条

関
係

）
 

決
 
定

 
期

 
間

 
特

 
例

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

 
 

 
 

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
 

つ
い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
 

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
決

定
す

る
期

間
を

延
長

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 
 

 
 

請
求

の

あ
っ

た
保

有
個

人
情

報
の

内
容

 

    （
行

政
文

書
の

名
称

：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

）
 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

 
条

（
 

 
 

 
決

定
等

の
期

限
の

特
例

）
の

規
定

を
適

用
す

る
理

由
 

 

 
 

 
 

決
定

等
を

す
る

期
限

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

月
 

 
 

 
日

 

担
当

課
等
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

 
 

内
線

 
 

 
 

 

 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

               

 

様
式

第
1
8
（

第
1
5
条

関
係

）
 

保
 
有

 
個

 
人

 
情

 
報

 
訂

 
正

 
実

 
施

 
通

 
知

 
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

提
供

し
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
9
2
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

訂
正

の
実

施
を

し
ま

し

た
の

で
、

同
法

第
9
7
条

の
規

定
に

よ
り

通
知

し
ま

す
。

 

訂
正

の
実

施
を

し
た

保
有

個
人

情
報

の
内

容
 

    （
行

政
文

書
の

名
称
：
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

訂
正

請
求

者
の

氏
名
 
 

訂
正

請
求

の
趣

旨
 
 

訂
正

の
内

容
 

訂
正

前
 

   

訂
正

後
 

   

訂
正

年
月

日
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 

担
当

課
等
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
 

 
 

 
 

 
内

線
 

 
 

 
 

 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
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-35-

第384号

 

様
式

第
1
9
（

第
1
6
条

関
係

）
 

 
 

 
 

 
 

（
表

）
 

保
 
有

 
個

 
人

 
情

 
報

 
利

 
用

 
停

 
止

 
請

 
求

 
書

 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 
 
殿

 

 

氏
名

 

郵
便

番
号

 

住
所

（
居

所
）

 
電

話
番

号
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
に

開
示

を
受

け
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
9
9
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

利
用

停
止

請
求

を
し

ま
す

。
 

※
 
請

求
者

の
区

分
 

１
 

本
 
 
人

 
 

２
 

本
人

の
法

定
代

理
人

 

３
 

本
人

の
任

意
代

理
人

 

利
用

停
止

請
求

を
す

る
保

有
個

人
情

報
の

内
容

 

決
定

通
知

書
の

文
書

番
号

：
 

決
定

通
知

書
の

日
付

：
 

 開
示

決
定

に
基

づ
き

開
示

を
受

け
た

保
有

個
人

情
報

の
名

称
等

 

  （
行

政
文

書
の

名
称

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

※
 
利

用
停

止
請

求

の
趣

旨
 

 １
 

法
第

98
条

第
１

項
第

１
号

該
当
→

 
□

 
利

用
の

停
止
 

□
 

消
去
 

 ２
 

法
第

98
条

第
１

項
第

２
号

該
当
→

 
提

供
の

停
止
 

 

利
用

停
止

請
求

の
理

由
 

  

  
 

請
求

者
の

本
人

確
認

書
類

等
は

、
以

下
の

と
お

り
で

す
。

 

ア
 

請
求

者
本

人
確

認
書

類
 

 
□

 
運

転
免

許
証

 
 

□
 

健
康

保
険

被
保

険
者

証
（

住
所

記
載

の
あ

る
も

の
）

 

 
□

 
個

人
番

号
カ

ー
ド

 

 
□

 
在

留
カ

ー
ド

又
は

特
別

永
住

者
証

明
書

 

 
□

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 
□

 
請

求
書

を
送

付
し

て
請

求
を

す
る

場
合

は
、
加

え
て

住
民

票
の

写
し

等
（

請
求

日

前
3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。
）

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 

 

（
裏

）
 

 

イ
 

本
人

の
状

況
等
（

法
定

代
理

人
又

は
任

意
代

理
人

が
請

求
す

る
場

合
に

の
み

記
載

し

て
く

だ
さ

い
。
）

 

（
ア

）
 

本
人

の
状

況
 

□
 

未
成

年
者

（
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
生

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

成
年

被
後

見
人

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

任
意

代
理

人
委

任
者

 

 （
イ

）
 

本
人

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 （
ウ

）
 

本
人

の
住

所
（

居
所

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 （
エ

）
 

本
人

の
電

話
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ウ
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

は
、
次

の
い

ず
れ

か
の

書
類

を
提

示
し

、
又

は
提

出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

請
求

資
格

確
認

書
類

 
 

□
 

戸
籍

謄
本
（

請
求

日
前

3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も

の
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

登
記

事
項

証
明

書
（

請
求

日
前

3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も
の

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

エ
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

は
、
次

の
書

類
を

提
示

し
、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

請
求

資
格

確
認

書
類

 
 

□
 

委
任

状
（

請
求

日
前

3
0
日

以
内

に
作

成
さ

れ
た

も

の
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

  
 
 
 
次

の
欄

は
、

記
入

す
る

必
要

が
あ

り
ま

せ
ん

。
 

担
当

課
等
 

 

備
 

 
 

考
 

 

  
注

１
 
 
※
印

の
欄
は

、
該
当

す
る

番
号

を
○
で

囲
ん
で
く

だ
さ

い
。
 

 
２

 
利
用

停
止
請

求
の
趣
旨

欄
は

、
法

第
9
8条

第
１
項
第

１
号

を
選

択
し
た

場
合
は
、

該
当

す

る
□

に
レ
印

を
付
し

て
く
だ
さ

い
。
 

 
 
３

 
 
請
求

の
際
に

は
、
運
転

免
許

証
等

請
求
者

本
人
で
あ

る
こ

と
を

証
明
す

る
書
類
の

提
示

又

は
提

出
（

送
付

に
よ

る
請

求
を

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
請
求

者
本

人
で

あ
る

こ
と

を
証
明

す

る
書

類
を
提

出
す
る

と
き
は
、

こ
れ

に
加

え
て
住

民
票
の
写

し
等

）
が

必
要
で

す
。
 

 
 
 
 
４

 
 請

求
者
の

本
人
確
認

書
類

等
の

各
欄
は

、
該
当
す

る
□

に
レ

印
を
付

し
て
く
だ

さ
い

。
 

 
 
 

５
 
 任

意
代
理

人
が
委
任

状
を

提
出

す
る
場

合
は
、
委

任
者

の
実

印
に
よ

り
押
印
し

た
上

で
印

鑑
登

録
証
明

書
（

請
求
日

前
3
0
日

以
内
に

作
成
さ

れ
た
も
の

に
限

る
。
）
を

添
付
し

、
又

は
委

任
者

の
運

転
免

許
証

等
本

人
に

対
し

一
に

限
り

発
行

さ
れ

る
書

類
の

写
し

を
併

せ
て

提
出

し

て
く

だ
さ
い

。
委
任

状
は
、
原

本
に

限
り

ま
す
。

 

備
考

 
 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
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第384号

 

様
式

第
2
0
（

第
1
7
条

関
係

）
 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

決
定

通
知

書
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
利

用
停

止
を

す
る

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

1
0
1
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

利
用

停
止

請
求

の

あ
っ

た
保

有
個

人
情

報
の

内
容

 

    （
行

政
文

書
の

名
称
：
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

利
用

停
止

の
内

容
 

   

利
用

停
止

年
月

日
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 

担
当

課
等
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

 
 

内
線

 
 

 
 

 
１

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
２

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

１
の

審
査

請
求

の
ほ

か
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 
３

 
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。）
。

 
 備

考
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

産
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
。

 

 

様
式

第
2
1
（

第
1
7
条

関
係

）
 

保
有

個
人

情
報

一
部

利
用

停
止

決
定

通
知

書
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
そ

の
一

部
の

利
用

停
止

を
す

る
こ

と
に

決
定

し
ま

し
た

の
で

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
1
0
1
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

利
用

停
止

請
求

の

あ
っ

た
保

有
個

人
情

報
の

内
容

 

    （
行

政
文

書
の

名
称

：
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

利
用

停
止

の
内

容
 

   

利
用

停
止

を
し

な
い

こ
と

と
し

た
部

分
及

び
そ

の
理

由
 

         

利
用

停
止

年
月

日
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 

担
当

課
等
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
 

 
 

 
 

 
内

線
 

 
 

 
 

１
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
２

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

１
の

審
査

請
求

の
ほ

か
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 
３

 
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。）
。

 
 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
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第384号

 

様
式

第
2
2
（

第
1
7
条

関
係

）
 

保
有

個
人

情
報

利
用

不
停

止
決

定
通

知
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
 
 
 
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
利

用
停

止
を

し
な

い
こ

と
に

決
定

し
ま

し
た

の
で

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
1
0
1
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

利
用

停
止

請
求

の

あ
っ

た
保

有
個

人
情

報
の

内
容

 

    （
行

政
文

書
の

名
称

：
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

利
用

停
止

を
し

な
い

こ
と

と
し

た
理

由
 

         

担
当

課
等
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電

話
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
内

線
 

１
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
２

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

１
の

審
査

請
求

の
ほ

か
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。
）。

 
３

 
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

に
、
愛

知
県

を
被

告
と

し
て

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

こ
の

訴
訟

に
お

い
て

愛
知

県
を

代
表

す
る

者
は

、
愛

知
県

病
院

事
業

管
理

者
病

院
事

業
庁

長
と

な
り

ま
す

。）
。

 
 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

 

様
式

第
2
3
（

第
2
0
条

関
係

）
 

審
 
議

 
会

 
諮

 
問

 
通

 
知

 
書

 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

愛
知

県
病

院
事

業
管

理
者

病
院

事
業

庁
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
の

審
査

請
求

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
愛

知
県

個
人

情
報

保
護

審
議

会
に

諮
問

し
ま

し
た

の
で

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
1
0
5
条

第

３
項

に
お

い
て

準
用

す
る

同
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

審
査

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

内
容

 

     （
行

政
文

書
の

名
称

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

審
査

請
求

の
内

容
 
 

諮
問

し
た

日
 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

月
 

 
 

 
日

 

担
当

課
等
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電

話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
内

線
 

 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
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第384号
　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県病院事業庁管理規程第２号
　愛知県病院事業庁長が管理する行政文書の開示に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
　　令和５年２月28日

愛知県病院事業管理者　　　　　　
病院事業庁長　髙　橋　　　隆　

　　　愛知県病院事業庁長が管理する行政文書の開示に関する規程の一部を改正する規程
　愛知県病院事業庁長が管理する行政文書の開示に関する規程（平成16年愛知県病院事業庁管理規程第３
号）の一部を次のように改正する。
　第10条第１項中「の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法」を「に掲げる方法であっ
て、病院事業庁長がその保有するプログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることがで
きるように組み合わされたものをいう。次項において同じ。）により行うことができるもの」に改め、同項
ただし書中「当該各号」を「この項本文」に改め、同項各号を次のように改める。
　⑴　当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧
　⑵　当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
第10条第２項中「の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法」を「に掲げる方法であっ
て、病院事業庁長がその保有するプログラムにより行うことができるもの」に改め、同項ただし書中「当該
各号」を「この項本文」に改め、同項各号を次のように改める。
　⑴　当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの交付
　⑵　当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
　様式第２中「注１　当日は、この通知書を持参の上、上記の開示場所までお越しください。」を
「１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して３箇月以内に、愛知県病院事業管理者病院事業庁長に対し
て審査請求をすることができます。

２　この処分について不服がある場合は、１の審査請求のほか、この処分が
あったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、愛知県を被告とし
てこの処分の取消しの訴えを提起することもできます（この訴訟において愛
知県を代表する者は、愛知県病院事業管理者病院事業庁長となります。）。

３　１の審査請求をした場合は、その審査請求に対する裁決があったことを
知った日の翌日から起算して６箇月以内に、愛知県を被告としてこの処分の
取消しの訴えを提起することができます（この訴訟において愛知県を代表す
る者は、愛知県病院事業管理者病院事業庁長となります。）。

注１　当日は、この通知書を持参の上、上記の開示場所までお越しください。」

に改める。

　様式第６を次のように改める。
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第384号

 

様式第６（第６条関係） 

決 定 期 間 特 例 通 知 書 

 

                                 第   号 

                              年   月   日 

 

              様 

 

             愛知県病院事業管理者病院事業庁長        印 

 

       年  月  日付けで開示請求のありました行政文書については、愛知県情

報公開条例第13条の規定により、開示決定等をする期間を次のとおりとしましたので通

知します。 

行政文書の名称その他の

開示請求に係る行政文書

を特定するに足りる事項 

 

 

 

 

 

愛知県情報公開条例第

13条（開示決定等の期限

の特例）の規定を適用す

る理由 

 

残りの行政文書について

開示決定等をする期限 

（    年  月  日までに可能な部分について

開示決定等を行い、残りの部分については、次の期限ま

でに開示決定等を行う予定です。） 

       年    月    日 

担 当 課 等 

 

 

              電話             内線 

 
備考  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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　様式第７中「（愛知県病院事業管理者）」を「（病院事業庁長）」に改める。
　様式第８別紙中
「

開示に反対する場合の反対の
理由

」

を

「

開示に反対する場合の意見

⑴　開示に反対する部分

⑵　開示に反対する具体的理由

」

に改める。

　様式第９中
「　　　　　　　　　　第15条第３項
　愛知県情報公開条例
　　　　　　　　　　　第19条第５項において準用する同条例第15条第３項」

を

「愛知県情報公開条例第15条第３項

　愛知県情報公開条例第19条第５項において準用する同条例第15条第３項」
に改める。

　　　附　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

人事委員会規則

　 定 年 引 上 げ に 伴 う 関 係 人 事 委 員 会 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 二 月 二 十 八 日

愛 知 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 入　 谷　 正　 章　　

愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 一 ― 三 二

　　　 定 年 引 上 げ に 伴 う 関 係 人 事 委 員 会 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則

　 （ 給 料 の 調 整 額 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 給 料 の 調 整 額 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 五 ― 一 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　　 第 二 条 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２　 職 員 （ 次 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ） の 給 料 の 調 整 額 は 、 調 整 基 本 額 に そ の 者 に 係 る 別 表 第 一 の 調

整 数 欄 に 掲 げ る 調 整 数 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。

　 第 二 条 に 次 の 三 項 を 加 え る 。

３　 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 給 料 の 調 整 額 は 、 調 整 基 本 額 に そ の 者 に 係 る 別 表 第 一 の 調 整 数 欄 に 掲 げ る 調

整 数 を 乗 じ て 得 た 額 に 、 当 該 各 号 に 定 め る 数 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。

一　 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た

職 員　 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 四 号 。 以 下 「 勤 務 時

間 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 三 項 又 は 第 五 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項

に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数

二　 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 条 第

一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認 を 受 け た 職 員 （ 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 勤 務 を す る こ と と な
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つ た 職 員 を 含 む 。 ）　 勤 務 時 間 条 例 第 二 条 第 二 項 又 は 第 五 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時

間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数

三　 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 第 十 八 条 第 一 項 又 は 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条

例 （ 平 成 十 四 年 愛 知 県 条 例 第 五 十 八 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員　 勤 務 時 間 条 例 第 二 条 第

四 項 又 は 第 五 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て

得 た 数

４　 前 二 項 に 規 定 す る 調 整 基 本 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 （ そ の 額

が 給 料 月 額 （ 前 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 に あ つ て は 、 そ の 者 に 適 用 さ れ る 給 料 表 並 び に そ の 職 務 の 級 及 び 号

給 に 応 じ た 額 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 百 分 の 四 ・ 五 を 超 え る と き は 、 給 料 月 額 の 百 分 の 四 ・ 五 に

相 当 す る 額 ） と す る 。

一　 次 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員　 当 該 職 員 に 適 用 さ れ る 給 料 表 及 び 職 務 の 級 に 応 じ た 別 表 第 二 に 掲 げ

る 額

二　 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 員　 当 該 職 員 に 適 用 さ れ る 給 料 表 及 び 職 務 の 級 に 応 じ た 別 表 第 三 に 掲 げ る 額

５　 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ れ ら の 規 定 に よ る 給 料 の 調 整 額 が 給 料 月 額 の 百 分 の 二 十 五

を 超 え る と き は 、 給 料 月 額 の 百 分 の 二 十 五 に 相 当 す る 額 を 給 料 の 調 整 額 と す る 。

　 第 三 条 を 第 四 条 と し 、 第 二 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 端 数 計 算 ）

第 三 条　 前 条 第 二 項 、 第 三 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 調 整 額 並 び に 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 調 整 基 本

額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ れ ぞ れ そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を も つ て 、 こ れ ら の 規 定 の 額 と す

る 。

　 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４　 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対 す る 第 二 条 第 四 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 当 分 の 間 、 同 項 中 「 応 じ た 額 」 と あ る の は 「 応 じ た 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 、

五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百

円 に 切 り 上 げ た 額 ） 」 と 、 同 項 第 一 号 中 「 額 」 と あ る の は 「 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 、

五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百

円 に 切 り 上 げ た 額 ） 」 と す る 。

　　 別 表 第 二 の 次 に 次 の 一 表 を 加 え る 。

 別
表
第
三

 
調
整
基
本
額
表
（
第
二
条
関
係
）

 
給
料
表

 
職
務
の
級

 
調
整
基
本
額

 

行
政
職
給
料
表

 

１
級

 
5,

80
0
円

 
２
級

 
6,

60
0
円

 
３
級

 
7,

80
0
円

 
４
級

 
8,

40
0
円

 
５
級

 
8,

90
0
円

 
６
級

 
9,

70
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円
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00
円

 
８
級
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00
円

 
９
級
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00
円
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級
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00
円

 

公
安
職
給
料
表

 

１
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7,

40
0
円

 
２
級
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80
0
円

 
３
級

 
7,
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0
円

 
４
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１
級
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20
0
円

 
２
級

 
8,

40
0
円

 
３
級

 
10

,2
00
円（

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
別
表
第

四
の
備
考
㈡
に
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、

10
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00
円
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４
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２
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20
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３
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円（
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員
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あ
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２
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２
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３
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１
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20
0
円
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級
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40
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円
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円

 
６
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,0
00
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　 （ 初 任 給 調 整 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 初 任 給 調 整 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 五 ― 三 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

　　 附 則 を 附 則 第 一 項 と し 、 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２　 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対 す る 第 六 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 同 条

中 「 別 表 」 と あ る の は 、 「 附 則 別 表 」 と す る 。

　 附 則 に 次 の 附 則 別 表 を 加 え る 。
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附
則
別
表

円
円

１
年
未
満

3
5
,
6
0
0

2
1
,
0
0
0

１
年
以
上
２
年
未
満

3
5
,
6
0
0

2
1
,
0
0
0

２
年
以
上
３
年
未
満

3
5
,
6
0
0

2
1
,
0
0
0

３
年
以
上
４
年
未
満

3
5
,
6
0
0

2
1
,
0
0
0

４
年
以
上
５
年
未
満

3
5
,
6
0
0

2
1
,
0
0
0

５
年
以
上
６
年
未
満

3
5
,
6
0
0

2
1
,
0
0
0

６
年
以
上
７
年
未
満

3
4
,
3
0
0

1
8
,
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0
0

７
年
以
上
８
年
未
満

3
3
,
0
0
0

1
6
,
8
0
0

８
年
以
上
９
年
未
満

3
1
,
8
0
0

1
4
,
7
0
0

９
年
以
上
1
0
年
未
満

3
0
,
5
0
0

1
2
,
6
0
0

1
0
年
以
上
1
1
年
未
満

2
9
,
3
0
0

1
0
,
5
0
0

1
1
年
以
上
1
2
年
未
満

2
8
,
0
0
0

8
,
4
0
0

1
2
年
以
上
1
3
年
未
満

2
6
,
7
0
0

6
,
3
0
0

1
3
年
以
上
1
4
年
未
満

2
5
,
5
0
0

4
,
2
0
0

1
4
年
以
上
1
5
年
未
満

2
4
,
5
0
0

2
,
1
0
0

1
5
年
以
上
1
6
年
未
満

2
3
,
5
0
0

1
6
年
以
上
1
7
年
未
満

2
2
,
5
0
0

1
7
年
以
上
1
8
年
未
満

2
1
,
6
0
0

1
8
年
以
上
1
9
年
未
満

2
0
,
6
0
0

1
9
年
以
上
2
0
年
未
満

1
9
,
6
0
0

2
0
年
以
上
2
1
年
未
満

1
8
,
6
0
0

2
1
年
以
上
2
2
年
未
満

1
8
,
2
0
0

2
2
年
以
上
2
3
年
未
満

1
7
,
8
0
0

2
3
年
以
上
2
4
年
未
満

1
7
,
1
0
0

2
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年
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2
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未
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6
,
7
0
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0
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0
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未
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,
8
0
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2
9
年
以
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3
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未
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1
4
,
6
0
0

3
0
年
以
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3
1
年
未
満

1
4
,
4
0
0

3
1
年
以
上
3
2
年
未
満

1
3
,
9
0
0

3
2
年
以
上
3
3
年
未
満

1
3
,
3
0
0

3
3
年
以
上
3
4
年
未
満

1
2
,
7
0
0

3
4
年
以
上
3
5
年
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満

1
2
,
2
0
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備
考

　
　
　
　
　
　
 
職
員
の
区
分

期
間
の
区
分

２
項
職
員

３
項
職
員

　
１
　
こ
の
表
に
お
い
て
期
間
の
区
分
欄
に
掲
げ
る
年
数
は
、
採
用
の
日
又
は

　
　
第
４
条
に
規
定
す
る
職
員
と
な
つ
た
日
以
後
の
期
間
を
示
す
。

　
２
　
こ
の
表
に
お
い
て
、
「
２
項
職
員
」
と
は
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る

　
　
職
を
占
め
る
職
員
を
、
「
３
項
職
員
」
と
は
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
職

　
　
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。

　 （ 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条　 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 五 ― 四 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 八 条 の 五 の 見 出 し 中 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め る 。

　 第 十 七 条 の 三 第 二 項 中 「 前 項 の 」 を 「 同 項 の 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 」 を 「 第

二 十 八 条 の 六 第 一 項 」 に 改 め る 。

　 （ 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 四 条　 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 五 ― 二 二 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　　 第 三 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　 （ 手 当 の 月 額 ）

第 三 条　 管 理 職 手 当 の 月 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 （ そ の 額 に 一 円

未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） と す る 。

一　 次 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員　 当 該 職 員 に 適 用 さ れ る 給 料 表 の 別 及 び 当 該 職 員 の 占 め る 職 に 係 る 前

条 第 二 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 区 分 に 応 じ 、 別 表 第 二 の 管 理 職 手 当 額 欄 に 定 め る 額 （ そ の 額 が 当 該

職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 高 の 号 給 の 給 料 月 額 に 百 分 の 二 十 五 を 乗 じ て 得 た 額 を 超 え る と き

は 、 当 該 最 高 の 号 給 の 給 料 月 額 に 百 分 の 二 十 五 を 乗 じ て 得 た 額 に 相 当 す る 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満

の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 職 員 に あ つ て は 、 当 該 額 に そ

れ ぞ れ 次 に 定 め る 数 を 乗 じ て 得 た 額

ア　 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 条

第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認 を 受 け た 職 員 （ 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 勤 務 を す る こ と

と な つ た 職 員 を 含 む 。 ）　 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 条 例

第 四 号 。 以 下 「 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 二 項 又 は 第 五 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者

の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数

イ　 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 第 十 八 条 第 一 項 又 は 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る

条 例 （ 平 成 十 四 年 愛 知 県 条 例 第 五 十 八 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員　 勤 務 時 間 条 例 第 二

条 第 四 項 又 は 第 五 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で

除 し て 得 た 数

二　 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た

職 員　 当 該 職 員 に 適 用 さ れ る 給 料 表 の 別 及 び 当 該 職 員 の 占 め る 職 に 係 る 前 条 第 二 項 又 は 第 三 項 の 規 定

に よ る 区 分 に 応 じ 、 別 表 第 三 の 管 理 職 手 当 額 欄 に 定 め る 額 （ そ の 額 が 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お

け る 最 高 の 号 給 の 給 料 月 額 に 百 分 の 二 十 五 を 乗 じ て 得 た 額 を 超 え る と き は 、 当 該 最 高 の 号 給 の 給 料 月

額 に 百 分 の 二 十 五 を 乗 じ て 得 た 額 に 相 当 す る 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端

数 を 切 り 捨 て た 額 ） に 、 勤 務 時 間 条 例 第 二 条 第 三 項 又 は 第 五 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務

時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額

　 附 則 を 附 則 第 一 項 と し 、 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２　 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対 す る 第 三 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 同 条

第 一 号 中 「 額 ） 」 と あ る の は 、 「 額 ） に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ

た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 ） 」 と

す る 。

（ 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 五 条　 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 五 ― 二 三 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。
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　　 第 三 条 第 二 号 中 「 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第

二 項 」 を 「 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 」 に 、 「 再 任 用 職 員 」 と い う 。 ） で 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短

時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の （ 以 下 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め 、

同 号 イ 中 「 附 則 第 七 項 」 を 「 附 則 第 十 八 項 」 に 改 め 、 同 条 第 三 号 中 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 を 「 定 年 前

再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め る 。

　　 第 五 条 中 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め る 。

　　 第 七 条 第 一 項 第 一 号 ア 中 「 附 則 第 七 項 」 を 「 附 則 第 十 八 項 」 に 改 め る 。

　　 第 十 四 条 中 「 再 任 用 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め る 。

（ 給 料 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 六 条　 給 料 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 五 ― 二 六 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 一 条 中 「 、 第 十 一 項 及 び 第 十 二 項 」 を 「 及 び 第 十 一 項 」 に 改 め る 。

　　 第 十 五 条 中 「 昇 格 さ せ た 場 合 に お け る そ の 者 の 号 給 は 、 前 条 」 を 「 昇 格 さ せ る 場 合 に お い て 、 前 条 の 規

定 に よ り 決 定 さ れ る 号 給 が 部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 を 著 し く 失 す る と 認 め ら れ る と き は 、 同 条 」 に 、 「 号

給 と す る 」 を 「 と こ ろ に よ り 、 そ の 者 の 号 給 を 決 定 す る こ と が で き る 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加

え る 。

　 （ 降 格 ）

第 十 五 条 の 二　 職 員 を 降 格 さ せ る 場 合 に は 、 そ の 者 の 属 す る 職 務 の 級 を 下 位 の 職 務 の 級 に 決 定 す る も の と

す る 。

　　 第 十 六 条 第 一 項 中 「 号 給 は 」 の 下 に 「 、 そ の 者 に 適 用 さ れ る 給 料 表 の 別 に 応 じ 、 か つ 」 を 加 え 、 「 と 同

じ 額 の 号 給 （ 同 じ 額 の 号 給 が な い と き は 、 直 近 下 位 の 額 の 号 給 ） 」 を 「 に 対 応 す る 降 格 時 号 給 対 応 表 （ 別

表 第 三 十 七 の 十 三 か ら 別 表 第 三 十 七 の 二 十 二 ま で ） に 定 め る 降 格 後 の 号 給 欄 に 定 め る 号 給 」 に 改 め 、 同 条

第 二 項 中 「 場 合 」 の 下 に 「 （ 教 育 職 給 料 表 ㈡ の 職 務 の 級 三 級 か ら 二 級 に 降 格 さ せ た 場 合 を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、

同 条 第 三 項 を 削 る 。

　 第 十 七 条 に 後 段 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

　　 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 号 給 は 、 当 該 職 員 が 降 格 し た 日 の 前 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 に 達 し な い 額 の 号

給 で な け れ ば な ら な い 。

　 第 二 十 条 の 三 第 一 項 中 「 別 表 第 三 十 七 の 十 三 」 を 「 別 表 第 三 十 七 の 二 十 三 」 に 改 め る 。

　 第 二 十 条 の 四 中 「 別 表 第 二 に 掲 げ る 」 を 「 別 表 第 二 第 二 号 に 掲 げ る 職 を 占 め る 」 に 改 め る 。

　 別 表 第 三 十 七 の 十 三 を 別 表 第 三 十 七 の 二 十 三 と し 、 別 表 第 三 十 七 の 十 二 の 次 に 次 の 十 表 を 加 え る 。
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（ 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 規 則 ）  

第 七 条  職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 六 ―

〇 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 二 条 第 一 項 中 「 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項

若 し く は 第 二 項 」 を 「 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 」 に 、 「 で 同 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短

時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の （ 以 下 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 を 「 （ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤

務 職 員 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」

に 改 め る 。  

 第 四 条 第 一 項 一 号 中 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め る 。

（ 職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 八 条  職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 九 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 三 ― 一 一 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。  

５  令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 令 和 十 三 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 別 表 第 三 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 同 表 中 「 六 十 五 歳 」 と あ る の は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 期 間 の 区 分 に 応 じ そ れ ぞ

れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。  
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　 （ 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 七 条　 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 六 ― 〇 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 二 条 第 一 項 中 「 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第

二 項 」 を 「 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 」 に 、 「 で 同 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め

る も の （ 以 下 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 を 「 （ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項

中 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め る 。

　 第 四 条 第 一 項 第 一 号 中 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め る 。

（ 職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 八 条　 職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 九 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 三 ― 一 一 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

５　 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 令 和 十 三 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 別 表 第 三 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

同 表 中 「 六 十 五 歳 」 と あ る の は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 期 間 の 区 分 に 応 じ そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る

字 句 と す る 。

令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 ま で 六 十 一 歳

令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で 六 十 二 歳

令 和 九 年 四 月 一 日 か ら 令 和 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で 六 十 三 歳

令 和 十 一 年 四 月 一 日 か ら 令 和 十 三 年 三 月 三 十 一 日 ま で 六 十 四 歳

　　 別 表 第 三 職 員 採 用 試 験 の 項 及 び 警 察 職 員 採 用 試 験 の 項 中 「 六 十 歳 」 を 「 六 十 五 歳 」 に 改 め る 。

　 （ 教 育 職 給 料 表 ㈠ 及 び 教 育 職 給 料 表 ㈡ の 適 用 を 受 け る 職 員 等 を 定 め る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 九 条　 教 育 職 給 料 表 ㈠ 及 び 教 育 職 給 料 表 ㈡ の 適 用 を 受 け る 職 員 等 を 定 め る 規 則 （ 昭 和 五 十 年 愛 知 県 人 事 委

員 会 規 則 五 ― 二 三 九 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 二 条 中 「 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 」
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を 「 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 」 に 、 「 再 任 用 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め る 。

　　 第 三 条 中 「 再 任 用 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め る 。

　 （ 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 条　 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 五 ― 二 五 九 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 四 条 第 一 項 中 「 掲 げ る 額 と 」 を 「 定 め る 額 と 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 、 第

二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 」 を 「 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 」 に 、 「 再 任

用 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 第 二 号 中 「 再 任 用 職 員 で 地 方 公 務 員 法 第

二 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め る 。

　　 附 則 を 附 則 第 一 項 と し 、 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２　 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対 す る 第 四 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、

同 項 中 「 定 め る 額 」 と あ る の は 、 「 定 め る 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端

数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た

額 ） 」 と す る 。

別 表 第 一 中
「

４
　

級

」
を

「
４

　
級

手
当

月
額

」
に 、

「
再

任
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職
員

以
外

」
を

「
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

以
外

」
に 改 め 、 同 表 再 任 用 職 員 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。
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別 表 第 二 中
「
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級

」
を

「
４
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」
に 、
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」
を

「
定
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再
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用
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時
間

勤
務

職
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以
外

」
に 改 め 、 同 表 再 任 用 職 員 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。
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　 （ 分 限 及 び 懲 戒 の 処 分 の 書 面 交 付 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 一 条　 分 限 及 び 懲 戒 の 処 分 の 書 面 交 付 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 一 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 一 条 中 「 以 下 」 を 「 次 条 に お い て 」 に 改 め る 。

　　 附 則 を 附 則 第 一 項 と し 、 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２　 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 書 面 の 交 付 そ の 他 の 任 命 権 者 が 適 当 と 認 め

る 方 法 に よ り す る も の と す る 。

　 （ 定 年 に よ る 退 職 の 特 例 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 二 条　 定 年 に よ る 退 職 の 特 例 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 九 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 三 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

　　 題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　　　 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 規 則

　　 第 一 条 中 「 第 四 条 第 五 項 」 を 「 第 六 条 第 七 号 、 第 九 条 第 三 項 、 第 十 条 、 第 十 一 条 並 び に 別 表 第 二 第 二 号 」

に 、 「 定 年 に よ る 退 職 の 特 例 」 を 「 職 員 の 定 年 等 」 に 改 め る 。

　　 第 二 条 第 一 項 中 「 引 き 続 い て 」 を 「 引 き 続 き 」 に 、 「 繰 り 上 げ て 退 職 さ せ る 」 を 「 繰 り 上 げ る 」 に 改 め 、

同 条 第 二 項 中 「 第 四 条 第 二 項 」 を 「 第 四 条 第 一 項 た だ し 書 又 は 第 二 項 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 引 き 続 い

て 」 を 「 引 き 続 き 」 に 改 め 、 同 条 第 五 項 中 「 引 き 続 い て 」 を 「 引 き 続 き 」 に 、 「 の 状 況 」 を 「 （ 同 項 た だ し

書 の 規 定 に よ る 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 勤 務 さ せ る 職 員 を 除 く 。 ） の 状 況 」 に 改 め る 。

　　 第 三 条 を 第 十 条 と し 、 第 二 条 の 次 に 次 の 七 条 を 加 え る 。

　　 （ 管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 制 の 対 象 と な る 管 理 監 督 職 ）

第 三 条　 条 例 第 六 条 第 七 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 は 、 次 に 掲 げ る 職 （ 同 条 第 一 号 か ら 第 六 号 ま で に

掲 げ る 職 を 除 く 。 ） と す る 。

一　 愛 知 県 企 業 庁 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 五 十 五 年 愛 知 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 八 号 ） 第 二 条

第 一 項 各 号 に 掲 げ る 職

二　 愛 知 県 企 業 庁 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 五 十 五 年 愛 知 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 六 号 ） の 規 定 に よ り

そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 三 号 ） 第 四 条 第 一 項

第 一 号 に 規 定 す る 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 六 級 で あ る も の の 職 （ 前 号 に 掲

げ る 職 を 除 く 。 ）

三　 愛 知 県 病 院 事 業 庁 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 程 （ 平 成 十 六 年 愛 知 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 十 五

号 ） 第 二 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 職

四　 愛 知 県 病 院 事 業 庁 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 （ 平 成 十 六 年 愛 知 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 十 号 ） の 規 定

に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 第 四 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 行 政 職 給 料
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表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 六 級 で あ る も の の 職 （ 前 号 に 掲 げ る 職 を 除 く 。 ）

五　 愛 知 県 病 院 事 業 庁 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 第 四 条 第 一 項 第 十 二 号 に 規 定 す る 指 定 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 が 占 め る 職

六　 人 事 異 動 そ の 他 人 事 管 理 上 の 必 要 に よ り 置 か れ る 職 の う ち 、 職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 九

年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 三 ― 一 一 ） 別 表 第 一 に 掲 げ る 幹 部 級 又 は 課 長 級 で あ る 職 員 が 占 め る 職 （ 前 各

号 に 掲 げ る 職 を 除 く 。 ）

　　 （ 管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 制 の 対 象 と な ら な い 職 ）

第 四 条　 条 例 別 表 第 二 第 二 号 イ の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 は 、 愛 知 県 医 療 療 育 総 合 セ ン タ ー の 総 長 、 副

総 長 、 研 究 所 長 及 び 副 所 長 の 職 と す る 。

２　 条 例 別 表 第 二 第 二 号 ロ の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 は 、 愛 知 県 が ん セ ン タ ー の 総 長 、 研 究 所 長 及 び 副

所 長 の 職 と す る 。

　　 （ 異 動 期 間 が 延 長 さ れ た 管 理 監 督 職 に 組 織 の 変 更 等 が あ つ た 場 合 ）

第 五 条　 条 例 第 九 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 （ 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 期 間 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） が 延 長 さ れ た 管 理 監 督 職 （ 条 例 第 六 条 に 規 定 す る 職 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 占 め る 職 員 が 、 組

織 の 変 更 等 に よ り 当 該 管 理 監 督 職 の 業 務 と 同 一 の 業 務 を 行 う こ と を そ の 職 務 の 主 た る 内 容 と す る 他 の 管

理 監 督 職 を 占 め る 職 員 と な る 場 合 は 、 当 該 他 の 管 理 監 督 職 を 占 め る 職 員 は 、 当 該 異 動 期 間 が 延 長 さ れ た

管 理 監 督 職 を 引 き 続 き 占 め て い る も の と み な す 。

　　 （ 降 任 等 に 伴 う 書 面 の 交 付 ）

第 六 条　 任 命 権 者 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 八 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す

る 他 の 職 へ の 降 任 等 （ 次 項 に お い て 「 他 の 職 へ の 降 任 等 」 と い う 。 ） を す る 場 合 に は 、 当 該 職 員 に 対 し 、

そ の 旨 を 記 載 し た 書 面 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。

２　 任 命 権 者 は 、 条 例 第 九 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ り 異 動 期 間 を 延 長 す る 場 合 又 は 同 条 第 六 項

の 規 定 に よ り 他 の 職 へ の 降 任 等 を す る 場 合 に は 、 当 該 職 員 に 対 し 、 そ の 旨 を 記 載 し た 書 面 を 交 付 し な け

れ ば な ら な い 。

　 （ 管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 に よ る 降 任 等 及 び 管 理 監 督 職 へ の 任 用 の 制 限 の 特 例 ）

第 七 条　 任 命 権 者 は 、 条 例 第 九 条 第 二 項 又 は 第 四 項 の 規 定 に よ る 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 よ う と す る 場 合 に

は 、 申 請 書 に 当 該 承 認 に 係 る 次 項 に 規 定 す る 書 面 を 添 え て 、 人 事 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２　 条 例 第 九 条 第 五 項 に 規 定 す る 職 員 の 同 意 は 、 書 面 に よ り 得 な け れ ば な ら な い 。

３　 任 命 権 者 は 、 毎 年 六 月 三 十 日 ま で に 、 前 年 の 四 月 二 日 か ら そ の 年 の 四 月 一 日 ま で の 間 に 条 例 第 九 条 第

一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ り 異 動 期 間 が 延 長 さ れ た 管 理 監 督 職 を 占 め る 職 員 に 係 る 当 該 異 動 期 間 の

延 長 の 状 況 を 人 事 委 員 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

　 （ 特 定 管 理 監 督 職 群 を 構 成 す る 管 理 監 督 職 ）

第 八 条　 条 例 第 九 条 第 三 項 に 規 定 す る 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 管 理 監 督 職 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 ご と

に 、 当 該 各 号 に 定 め る 職 と す る 。

一　 愛 知 芸 術 文 化 セ ン タ ー の 美 術 館 及 び 愛 知 県 陶 磁 美 術 館 の 特 定 管 理 監 督 職 群　 愛 知 芸 術 文 化 セ ン タ ー

の 美 術 館 の 美 術 館 長 、 副 館 長 及 び 課 長 並 び に 愛 知 県 陶 磁 美 術 館 の 館 長

二　 福 祉 相 談 セ ン タ ー 、 児 童 相 談 セ ン タ ー 及 び 愛 知 学 園 の 特 定 管 理 監 督 職 群　 福 祉 相 談 セ ン タ ー 又 は 児

童 相 談 セ ン タ ー の セ ン タ ー 長 、 愛 知 県 尾 張 福 祉 相 談 セ ン タ ー の 企 画 ・ 児 童 指 導 課 長 及 び 児 童 相 談 課 長 、

福 祉 相 談 セ ン タ ー （ 愛 知 県 尾 張 福 祉 相 談 セ ン タ ー を 除 く 。 ） 又 は 児 童 相 談 セ ン タ ー の 児 童 育 成 課 長 、

愛 知 県 西 三 河 福 祉 相 談 セ ン タ ー 又 は 愛 知 県 春 日 井 児 童 相 談 セ ン タ ー の 保 護 課 長 並 び に 愛 知 学 園 の 園 長

及 び 支 援 課 長

三　 県 立 学 校 及 び 市 町 村 立 学 校 の 特 定 管 理 監 督 職 群　 県 立 学 校 又 は 市 町 村 立 学 校 の 校 長

　 （ 定 年 前 再 任 用 の 選 考 に 用 い る 情 報 ）

第 九 条　 条 例 第 十 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 情 報 は 、 定 年 前 再 任 用 （ 地 方 公 務 員 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一

項 の 規 定 に よ り 採 用 す る こ と を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を さ れ る こ と を 希 望 す る 者 に つ い て の 次 に 掲 げ る 情

報 と す る 。

一　 人 事 評 価 の 結 果 そ の 他 勤 務 の 状 況 を 示 す 事 実 に 基 づ く 従 前 の 勤 務 実 績

二　 定 年 前 再 任 用 を 行 う 職 の 職 務 遂 行 に 必 要 と さ れ る 経 験 又 は 資 格 の 有 無 そ の 他 定 年 前 再 任 用 を 行 う 職

の 職 務 遂 行 上 必 要 な 事 項

（ 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 三 条　 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 五 ― 六 〇 四 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

　　 第 五 条 第 一 項 第 一 号 中 「 附 則 第 七 項 」 を 「 附 則 第 十 八 項 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 第 一 号 中 「 第 二 十 八 条 の

四 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 」 を 「 第 二 十 二 条 の 四 第

一 項 」 に 改 め 、 「 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 」 及 び 「 （ 同 法 第 二 十 八 条 の 三 の 規 定 に よ り 勤 務 し た 後 退 職 し た 日

及 び 当 該 採 用 に 係 る 任 期 が 満 了 し た 日 を 含 む 。 ） 」 を 削 り 、 「 再 任 用 」 を 「 定 年 前 再 任 用 」 に 改 め 、 同 項 第

七 号 中 「 再 任 用 」 を 「 定 年 前 再 任 用 」 に 改 め る 。

（ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）
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第 十 四 条　 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 （ 平 成 三 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 五 ― 六 四 四 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

　　 第 二 条 第 一 項 第 一 号 中 「 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 」 を 「 次 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 管 理 職 手 当 受 給 職 員 （ 管

理 職 手 当 に 関 す る 規 則 」 に 、「 「 規 則 」 を 「 「 管 理 職 手 当 規 則 」 に 、「 （ 以 下 「 管 理 職 手 当 受 給 職 員 」 と い う 。 ）

　 規 則 」 を 「 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）　 管 理 職 手 当 規 則 」 に 改 め 、 同 項 中 第 四 号 を 第 五 号 と し 、 第 三 号 を 第

四 号 と し 、 第 二 号 を 第 三 号 と し 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

二　 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 四

第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ る 管 理 職 手 当 受 給 職 員　 管 理 職 手 当 規

則 第 二 条 第 二 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

　　　 ア　 一 種 及 び 二 種　 一 万 千 円

　　　 イ　 三 種 及 び 四 種　 一 万 円

　　　 ウ　 五 種 及 び 六 種　 九 千 円 。 た だ し 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 職 員 に あ っ て は 、 一 万 円

　　　 エ　 七 種　 五 千 円

　　　 オ　 八 種　 三 千 円 。 た だ し 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 職 員 に あ っ て は 、 五 千 円

　　 第 三 条 第 一 項 中 「 規 則 第 二 条 第 二 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 」 を 「 職 員 の 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 次 の よ

う に 改 め る 。

一　 次 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 管 理 職 手 当 受 給 職 員　 管 理 職 手 当 規 則 第 二 条 第 二 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ

る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

　　　 ア　 一 種 及 び 二 種　 六 千 円

　　　 イ　 三 種 及 び 四 種　 五 千 五 百 円

　　　 ウ　 五 種 及 び 六 種　 五 千 円 。 た だ し 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 職 員 に あ っ て は 、 五 千 五 百 円

　　　 エ　 七 種　 三 千 円

　　　 オ　 八 種　 二 千 円 。 た だ し 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 職 員 に あ っ て は 、 三 千 円

二　 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ る 管 理 職 手 当 受 給 職 員　 管 理 職 手 当 規 則 第 二 条 第 二 項 又 は 第 三 項

の 規 定 に よ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

　 ア　 一 種 及 び 二 種　 五 千 五 百 円

　 イ　 三 種 及 び 四 種　 五 千 円

　 ウ　 五 種 及 び 六 種　 四 千 五 百 円 。 た だ し 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 職 員 に あ っ て は 、 五 千 円

　 エ　 七 種　 二 千 五 百 円

　 オ　 八 種　 千 五 百 円 。 た だ し 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 職 員 に あ っ て は 、 二 千 五 百 円

　　 附 則 を 附 則 第 一 項 と し 、 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２　 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対 す る 第 二 条 第 一 項 及 び 第 三 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 当 分 の 間 、 第 二 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 三 条 第 一 項 第 一 号 中 「 額 」 と あ る の は 、 「 額 に 百 分 の

七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未

満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 ） 」 と す る 。

　 （ 時 間 外 勤 務 手 当 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 五 条　 時 間 外 勤 務 手 当 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 六 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 五 ― 七 〇 四 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

　　 第 六 条 第 二 号 中 「 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第

二 項 」 を 「 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 」 に 改 め 、 「 で 同 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を

占 め る も の 」 を 削 る 。

　 （ 職 員 か ら の 苦 情 相 談 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 六 条　 職 員 か ら の 苦 情 相 談 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 七 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 九 ― 一 一 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

　　 第 二 条 第 二 号 中 「 第 二 十 八 条 の 四 又 は 第 二 十 八 条 の 五 の 規 定 に 基 づ く 」 を 「 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 の 規

定 に よ る 」 に 改 め る 。

　 （ 地 域 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 七 条　 地 域 手 当 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 八 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 五 ― 九 九 九 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　　 第 四 条 第 一 項 第 一 号 中 「 附 則 第 七 項 」 を 「 附 則 第 十 八 項 」 に 改 め る 。

　 （ 職 員 の 大 学 院 等 派 遣 研 修 費 用 の 償 還 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 八 条　 職 員 の 大 学 院 等 派 遣 研 修 費 用 の 償 還 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 九 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 三 ― 五 八 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 十 二 条 第 三 号 中 「 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 」 を 「 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 」 に 、「 第 二 十 八 条 の 三 第 一 項 」

を 「 第 二 十 八 条 の 七 第 一 項 」 に 、 「 第 八 十 一 条 の 二 第 一 項 」 を 「 第 八 十 一 条 の 六 第 一 項 」 に 、 「 第 八 十 一 条

の 三 第 一 項 」 を 「 第 八 十 一 条 の 七 第 一 項 」 に 改 め る 。

　 （ 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 九 条　 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 三 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 八 ― 一 〇 ） の 一 部 を 次 の よ
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う に 改 正 す る 。

　　 第 一 条 及 び 第 二 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 第 二 条 第 四 号 ロ 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 五 号 ロ 」 に 改 め る 。

　 （ 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 条　 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 八 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 八 の 二 ― 〇 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

　　 第 二 条 中 「 第 五 十 六 条 の 三 」 を 「 第 五 十 六 条 の 五 」 に 改 め る 。

　　 第 二 十 二 条 第 三 号 中 「 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 」 を 「 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 四 号 中 「 な っ

た 場 合 」 の 下 に 「 及 び 前 号 に 掲 げ る 場 合 」 を 加 え る 。

　　　 附　 則

　 （ 施 行 期 日 ）

第 一 条　 こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 （ 勤 務 延 長 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 二 条　 第 十 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 規 則 第 二 条 の 規 定 は 、 職 員 の 定 年 等 に 関 す る

条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 条 例 （ 令 和 四 年 愛 知 県 条 例 第 四 十 七 号 。 以 下 「 令 和 四 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ）

附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 勤 務 に つ い て 準 用 す る 。

　 （ 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 二 条 第 二 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 及 び 職 員 ）

第 三 条　 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 二 条 第 二 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 は 、 次 に 掲 げ る 職 の う ち 、 当 該 職

が 基 準 日 （ 同 項 に 規 定 す る 基 準 日 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と し

た 場 合 に お い て 、 基 準 日 に お け る 新 条 例 定 年 （ 同 項 に 規 定 す る 新 条 例 定 年 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ 。 ） が 基 準 日 の 前 日 に お け る 新 条 例 定 年 （ 同 日 が 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 で あ る 場 合 に は 、 令 和 四 年 改 正

条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 愛 知 県 条 例 第 二 号 。 以 下 「 旧

定 年 条 例 」 と い う 。 ） 第 三 条 に 規 定 す る 定 年 に 準 じ た 年 齢 ） を 超 え る 職 （ 当 該 職 に 係 る 定 年 が 令 和 四 年 改

正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新 定 年 条 例 」 と い う 。 ） 第 三 条 第

一 項 に 規 定 す る 定 年 で あ る 職 に 限 る 。 ） と す る 。

　 一　 基 準 日 以 後 に 新 た に 設 置 さ れ た 職

　 二　 基 準 日 以 後 に 組 織 の 変 更 等 に よ り 名 称 が 変 更 さ れ た 職

２　 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 二 条 第 二 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 前 項 に 規 定 す る 職 が 基 準 日 の 前

日 に 設 置 さ れ て い た も の と し た 場 合 に お い て 、 同 日 に お け る 当 該 職 に 係 る 新 条 例 定 年 （ 同 日 が 令 和 五 年 三

月 三 十 一 日 で あ る 場 合 に は 、 旧 定 年 条 例 第 三 条 に 規 定 す る 定 年 に 準 じ た 年 齢 ） に 達 し て い る 職 員 と す る 。

　 （ 暫 定 再 任 用 の 選 考 に 用 い る 情 報 ）

第 四 条　 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第 四 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 情 報 は 、 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 に 規

定 す る 者 に つ い て の 次 に 掲 げ る 情 報 と す る 。

一　 人 事 評 価 の 結 果 そ の 他 勤 務 の 状 況 を 示 す 事 実 に 基 づ く 従 前 の 勤 務 実 績

二　 暫 定 再 任 用 （ 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の

規 定 に よ り 採 用 す る こ と を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） を 行 う 職 の 職 務 遂 行 に 必 要 と さ れ る 経 験

又 は 資 格 の 有 無 そ の 他 暫 定 再 任 用 を 行 う 職 の 職 務 遂 行 上 必 要 な 事 項

　 （ 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 九 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 短 時 間 勤 務 の 職 並 び に 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る

者 及 び 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 ）

第 五 条　 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 九 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 短 時 間 勤 務 の 職 は 、 次 に 掲 げ る 職 の う ち 、

当 該 職 が 基 準 日 （ 同 条 に 規 定 す る 基 準 日 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も

の と し た 場 合 に お い て 、 基 準 日 に お け る 新 条 例 定 年 相 当 年 齢 （ 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 四 条 第 一 項 に 規 定

す る 短 時 間 勤 務 の 職 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 短 時 間 勤 務 の 職 」 と い う 。 ） を 占 め る 職 員 が 、 常 時 勤 務 を 要

す る 職 で そ の 職 務 が 当 該 短 時 間 勤 務 の 職 と 同 種 の 職 を 占 め て い る も の と し た 場 合 に お け る 新 定 年 条 例 第 三

条 に 規 定 す る 定 年 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） が 基 準 日 の 前 日 に お け る 新 条 例 定 年 相 当 年 齢 を 超

え る 短 時 間 勤 務 の 職 （ 当 該 職 に 係 る 新 条 例 定 年 相 当 年 齢 が 新 定 年 条 例 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 定 年 で あ る

短 時 間 勤 務 の 職 に 限 る 。 ） と す る 。

　 一　 基 準 日 以 後 に 新 た に 設 置 さ れ た 短 時 間 勤 務 の 職

　 二　 基 準 日 以 後 に 組 織 の 変 更 等 に よ り 名 称 が 変 更 さ れ た 短 時 間 勤 務 の 職

２　 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 九 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 者 は 、 前 項 に 規 定 す る 職 が 基 準 日 の 前 日 に 設 置

さ れ て い た も の と し た 場 合 に お い て 、 同 日 に お け る 当 該 職 に 係 る 新 条 例 定 年 相 当 年 齢 に 達 し て い る 者 と す

る 。

３　 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 九 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 、 第 一 項 に 規 定

す る 職 が 基 準 日 の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と し た 場 合 に お い て 、 同 日 に お け る 当 該 職 に 係 る 新 条 例 定 年

相 当 年 齢 に 達 し て い る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 （ 新 定 年 条 例 第 十 条 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） と す る 。

　 （ 給 料 の 調 整 額 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 六 条　 暫 定 再 任 用 職 員 （ 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 四 項 に 規 定 す る 暫 定 再 任 用 職 員 を い う 。 以 下 同
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じ 。 ） （ 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 十 一 条 に 規 定 す る 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 （ 以 下 「 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤

務 職 員 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の

給 料 の 調 整 額 に 関 す る 規 則 （ 以 下 「 新 給 料 調 整 額 規 則 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 四 項 の 規 定 を 適 用 す る 。

２　 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 新 給 料 調 整 額 規 則 第 二 条 第 三

項 及 び 第 四 項 の 規 定 を 適 用 す る 。

第 七 条　 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 三 号 ） 第 七 条 の 規 定 に よ り 給 料 の 調 整 を 行 う

職 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 給 料 の 調 整 額 適 用 職 」 と い う 。 ） を 占 め る 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 一 項

又 は 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 次 項 に お い て 「 特 定 暫 定 再 任 用 職 員 」 と い う 。 ） の う ち 、

当 該 職 に 係 る 旧 定 年 条 例 第 三 条 に 規 定 す る 年 齢 に 達 し た 日 が こ の 規 則 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ）

の 前 日 以 前 で あ る 職 員 で あ っ て 、 そ の 者 に 係 る 調 整 基 本 額 が 経 過 措 置 基 準 額 に 達 し な い こ と と な る も の に

は 、 新 給 料 調 整 額 規 則 第 二 条 及 び 第 三 条 並 び に 前 条 の 規 定 に よ る 給 料 の 調 整 額 の ほ か 、 そ の 差 額 に 相 当 す

る 額 に 当 該 職 員 に 係 る 調 整 数 を 乗 じ て 得 た 額 （ 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に あ っ て は そ の 額 に 新 給 料 調 整

額 規 則 第 二 条 第 三 項 第 一 号 に 定 め る 数 を 、 同 項 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 に あ っ て は そ の 額 に 同 号 に 定 め る 数 を

そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 ） （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） を 給 料 の 調

整 額 と し て 支 給 す る 。 た だ し 、 こ れ ら の 額 の 合 計 が 給 料 月 額 の 百 分 の 二 十 五 を 超 え る と き は 、 給 料 月 額 の

百 分 の 二 十 五 に 相 当 す る 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） を 給 料 の

調 整 額 と し て 支 給 す る 。

２　 前 項 に 規 定 す る 経 過 措 置 基 準 額 と は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 を い う 。

一　 施 行 日 の 前 日 に お い て 、 給 料 の 調 整 額 適 用 職 を 占 め る 旧 法 再 任 用 職 員 （ 施 行 日 前 に 地 方 公 務 員 法 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 六 十 三 号 。 以 下 「 令 和 三 年 改 正 法 」 と い う 。 ） に よ る 改 正 前 の 地 方

公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 令 和 五 年 旧 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 、

第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。

次 号 及 び 第 三 号 に お い て 同 じ 。 ） で あ っ た 職 員 で あ っ て 、 施 行 日 に お い て 引 き 続 き 給 料 の 調 整 額 適 用 職

を 占 め る 特 定 暫 定 再 任 用 職 員 と な り 、 か つ 、 施 行 日 か ら 引 き 続 き 給 料 の 調 整 額 適 用 職 を 占 め る 特 定 暫 定

再 任 用 職 員 （ 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）　 施 行 日 の 前 日 に そ の 者 に 適 用 さ れ て い た 調 整 基 本 額

二　 施 行 日 以 後 に 新 た に 給 料 の 調 整 額 適 用 職 を 占 め る こ と と な っ た 特 定 暫 定 再 任 用 職 員 （ 次 号 に 掲 げ る 職

員 を 除 く 。 ）　 施 行 日 の 前 日 に 給 料 の 調 整 額 適 用 職 を 占 め る 旧 法 再 任 用 職 員 に な っ た と し た 場 合 に 令 和

四 年 改 正 条 例 第 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 次 号 に お い て 「 旧 給 与 条 例 」 と い

う 。 ） 及 び こ れ に 基 づ く 人 事 委 員 会 規 則 等 の 規 定 に よ り 同 日 に そ の 者 に 適 用 さ れ る こ と と な る 給 料 表 及

び 職 務 の 級 を 基 礎 と し て 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 給 料 の 調 整 額 に 関 す る 規 則 第 二 条 第 二 項 の 規 定 を

適 用 し た と し た な ら ば そ の 者 に 適 用 さ れ る こ と と な る 調 整 基 本 額

三　 施 行 日 以 後 に 次 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る こ と と な っ た 特 定 暫 定 再 任 用 職 員 （ 給 料 の 調 整 額 適 用 職 以 外

の 職 を 占 め る 職 員 と し て 次 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る こ と と な っ た 日 以 後 に 新 た に 給 料 の 調 整 額 適 用 職 を

占 め る 職 員 と な っ た 者 を 含 む 。 ）　 施 行 日 の 前 日 に お い て 、 給 料 の 調 整 額 適 用 職 を 占 め る 旧 法 再 任 用 職

員 に な っ た と し 、 か つ 、 同 日 に 当 該 場 合 に 該 当 す る こ と と な っ た と し た 場 合 （ 次 に 掲 げ る 場 合 に 二 回 以

上 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 に あ っ て は 、 同 日 に お い て 次 に 掲 げ る 場 合 に 順 次 該 当 す る こ と と な っ た と

し た 場 合 ） に 、 旧 給 与 条 例 及 び こ れ に 基 づ く 人 事 委 員 会 規 則 等 の 規 定 に よ り 同 日 に そ の 者 に 適 用 さ れ る

こ と と な る 給 料 表 及 び 職 務 の 級 を 基 礎 と し て 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 給 料 の 調 整 額 に 関 す る 規 則 第

二 条 第 二 項 の 規 定 を 適 用 し た と し た な ら ば そ の 者 に 適 用 さ れ る こ と と な る 調 整 基 本 額

ア　 給 料 表 の 適 用 を 異 に す る 異 動 を し た 場 合

イ　 職 員 の 職 務 の 級 を 施 行 日 の 前 日 に そ の 者 に 適 用 さ れ て い た 職 務 の 級 よ り 下 位 の 同 一 の 給 料 表 の 職 務

の 級 に 変 更 し た 場 合 （ 同 日 に 旧 法 再 任 用 職 員 で な か っ た 者 に あ っ て は 同 日 に 旧 法 再 任 用 職 員 に な っ た

と し た 場 合 に 、 同 日 後 に ア に 掲 げ る 場 合 に 該 当 し た 者 に あ っ て は 同 日 に ア に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る こ

と と な っ た と し た 場 合 に 、 そ れ ぞ れ 旧 給 与 条 例 及 び こ れ に 基 づ く 人 事 委 員 会 規 則 等 の 規 定 に よ り 同 日

に そ の 者 に 適 用 さ れ る こ と と な る 給 料 表 及 び 職 務 の 級 よ り 下 位 の 同 一 の 給 料 表 の 職 務 の 級 に 変 更 し た

場 合 ）

　 （ 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 八 条　 暫 定 再 任 用 職 員 （ 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を 除 く 。 ） に 対 す る 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 管 理

職 手 当 に 関 す る 規 則 第 三 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 号 中 「 別 表 第 二 」 と あ る の は 、 「 別 表 第 三 」

と す る 。

２　 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の

管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 第 三 条 の 規 定 を 適 用 す る 。

　 （ 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 九 条　 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正

後 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 第 三 条 及 び 第 五 条 の 規 定 を 適 用 す る 。

２　 暫 定 再 任 用 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 期 末 手 当 及

び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 第 十 四 条 の 規 定 を 適 用 す る 。

　 （ 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）
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第 十 条　 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 、 第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す

る 規 則 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な す 。

　 （ 教 育 職 給 料 表 ㈠ 及 び 教 育 職 給 料 表 ㈡ の 適 用 を 受 け る 職 員 等 を 定 め る 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 十 一 条　 暫 定 再 任 用 職 員 は 、 第 九 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 教 育 職 給 料 表 ㈠ 及 び 教 育 職 給 料 表 ㈡ の 適 用 を 受

け る 職 員 等 を 定 め る 規 則 第 二 条 に 規 定 す る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な す 。

　 （ 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 十 二 条　 暫 定 再 任 用 職 員 （ 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を 除 く 。 ） は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な

し て 、 第 十 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 第 四 条 第 一 項 、 別 表 第 一 及 び 別

表 第 二 の 規 定 を 適 用 す る 。

２　 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 第 十 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の

義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 第 四 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 別 表 第 一 並 び に 別 表 第 二 の 規 定 を 適 用 す

る 。

　 （ 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 十 三 条　 次 に 掲 げ る 事 由 の 発 生 に 伴 い 、 住 居 を 移 転 し 、 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 第 二 条 に 規 定 す る や む

を 得 な い 事 情 に よ り 、 同 居 し て い た 配 偶 者 と 別 居 す る こ と と な っ た 職 員 で あ っ て 、 当 該 事 由 の 発 生 の 直 前

の 住 居 か ら 当 該 事 由 の 発 生 の 直 後 に 在 勤 す る 公 署 に 通 勤 す る こ と が 同 規 則 第 三 条 に 規 定 す る 基 準 に 照 ら し

て 困 難 で あ る と 認 め ら れ る も の の う ち 、 単 身 で 生 活 す る こ と を 常 況 と す る も の と な っ た 暫 定 再 任 用 職 員 は 、

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 第 十 一 条 の 二 第 三 項 の 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 単 身 赴 任 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 と

の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 と す る 。

一　 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 一 項 又 は 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 採 用 （ 令 和 五 年 旧 法 第 二 十 八 条 の

二 第 一 項 の 規 定 に よ り 退 職 し た 日 （ 旧 定 年 条 例 第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 令 和 三 年 改 正 法 附 則 第 三

条 第 五 項 又 は 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 勤 務 し た 後 退 職 し た 日 及 び 令 和 五 年 旧 法

第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 一 項 若 し く は

第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 採 用 に 係 る 任 期 が 満 了 し た 日 を 含 む 。 ） の 翌 日 に お け る も の に 限 る 。 ） を さ れ

た こ と 。

二　 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 二 項 又 は 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 採 用 （ 地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 の

六 第 一 項 の 規 定 に よ り 退 職 し た 日 （ 新 定 年 条 例 第 四 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 勤 務 し た 後 退 職 し

た 日 及 び 新 定 年 条 例 第 十 条 又 は 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 二 項 若 し く は 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る

採 用 に 係 る 任 期 が 満 了 し た 日 を 含 む 。 ） の 翌 日 に お け る も の に 限 る 。 ） を さ れ た こ と 。

第 十 四 条　 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 二 項 又 は 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ 勤 務 し た 後 退 職 し た

日 の 翌 日 に 新 定 年 条 例 第 十 条 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 に 対 す る 第 十 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 単 身 赴

任 手 当 に 関 す る 規 則 第 五 条 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 第 一 号 中 「 退 職 し た 日 」 と あ る の は 、 「 退

職 し た 日 （ 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 条 例 （ 令 和 四 年 愛 知 県 条 例 第 四 十 七 号 ） 附

則 第 三 条 第 二 項 又 は 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ 勤 務 し た 後 退 職 し た 日 を 含 む 。 ） 」 と す る 。

第 十 五 条　 施 行 日 前 に 、 第 十 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 第 五 条 第 三 項 第 一 号 に 規

定 す る 採 用 を さ れ た 職 員 に つ い て は 、 同 項 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 後 も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

　 （ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 十 六 条　 暫 定 再 任 用 職 員 は 、 第 十 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 第 二 条 第

一 項 第 二 号 に 規 定 す る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な す 。

　 （ 時 間 外 勤 務 手 当 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 十 七 条　 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 、 第 十 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 時 間 外 勤 務 手 当 等 に 関 す る 規 則 第

六 条 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 と み な す 。

　 （ 職 員 か ら の 苦 情 相 談 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 十 八 条　 令 和 十 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 第 十 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 か ら の 苦 情 相 談

に 関 す る 規 則 第 二 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 二 号 中 「 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 」 と あ る の は 、 「 第

二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 条 例 （ 令 和 四 年 愛 知 県 条 例 第

四 十 七 号 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 若 し く は 第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 」 と す る 。

　 （ 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 十 九 条　 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 第 二 十 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 規 則 第 二 十 二 条 第 三 号

の 規 定 を 適 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 号 中 「 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 」 と あ る の は 、 「 職 員 の 定 年 等

に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 条 例 （ 令 和 四 年 愛 知 県 条 例 第 四 十 七 号 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 又 は 第 二

項 」 と す る 。

２　 こ の 規 則 の 施 行 前 に 、 令 和 五 年 旧 法 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ り 愛 知 県 の 職 員 と し て 採 用 さ れ た

場 合 に お け る 第 二 十 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 規 則 第 二 十 二 条 の 規 定 の 適 用 に つ い

て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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　 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 二 月 二 十 八 日

愛 知 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 入　 谷　 正　 章　　

愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 五 ― 一 三 五 二

　　　 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 に 関 す る 規 則

　 （ 趣 旨 ）

第 一 条　 こ の 規 則 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 三 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ）

附 則 第 七 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

　 （ 指 定 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対 す る 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 の 適 用 ）

第 二 条　 指 定 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対 す る 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 六

条 第 一 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 並 び に 同 条 第 二 項 、 第 三 項 、 第 五 項 及 び 第 六 項 」 と あ る

の は 「 第 六 条 の 二 」 と 、 「 五 十 円 」 と あ る の は 「 五 百 円 」 と 、 「 百 円 」 と あ る の は 「 千 円 」 と す る 。

　 （ 条 例 附 則 第 八 項 第 二 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 ）

第 三 条　 条 例 附 則 第 八 項 第 二 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。

一　 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 愛 知 県 条 例 第 二 号 ） 別 表 第 二 に 掲 げ る 職 を 占 め る 職 員 （ 条

例 附 則 第 八 項 第 四 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）

二　 前 号 に 掲 げ る 職 員 に 相 当 す る 職 員 と し て 人 事 委 員 会 が 定 め る 職 員

　 （ 雑 則 ）

第 四 条　 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 そ の 他 同 項 及 び 条 例 附 則 第 八

項 の 規 定 並 び に こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 附 則 第 九 項 、 第 十 一 項 、 第 十 三 項 又 は 第 十 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 に 関 す る 規 則 を

こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 二 月 二 十 八 日

愛 知 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 入　 谷　 正　 章　　

愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 五 ― 一 三 五 三

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 附 則 第 九 項 、 第 十 一 項 、 第 十 三 項 又 は 第 十 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 に 関 す る 規

則

　 （ 趣 旨 ）

第 一 条　 こ の 規 則 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 三 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ）

附 則 第 九 項 、 第 十 一 項 、 第 十 三 項 又 は 第 十 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

　 （ 定 義 ）

第 二 条　 こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一　 管 理 監 督 職　 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 愛 知 県 条 例 第 二 号 。 以 下 「 定 年 条 例 」 と い う 。 ）

第 六 条 に 規 定 す る 職 を い う 。

二　 異 動 期 間　 定 年 条 例 第 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 期 間 （ 同 項 か ら 同 条 第 四 項 ま で の 規 定 に よ り 延 長 さ

れ た 期 間 を 含 む 。 ） を い う 。

三　 特 例 任 用 後 降 任 等 職 員　 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第

二 十 八 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 降 任 等 を さ れ た 職 員 で あ っ て 、 条 例 附 則 第 九 項 に 規 定 す る 異

動 日 （ 以 下 「 異 動 日 」 と い う 。 ） の 前 日 に お い て 第 一 項 特 例 任 用 職 員 （ 定 年 条 例 第 九 条 第 一 項 又 は 第 二

項 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 を 延 長 さ れ た 管 理 監 督 職 を 占 め る 職 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 第 三 項 特 例 任

用 職 員 （ 同 条 第 三 項 又 は 第 四 項 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 を 延 長 さ れ た 管 理 監 督 職 を 占 め る 職 員 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） で あ っ た も の を い う 。

四　 特 定 日　 条 例 附 則 第 七 項 に 規 定 す る 特 定 日 を い う 。

五　 降 格　 給 料 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 人 事 委 員 会 規 則 五 ― 二 六 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第

二 条 第 二 号 に 規 定 す る 降 格 の う ち 、 法 第 二 十 八 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 降 任 等 に 伴 う も の を

除 い た も の を い う 。

六　 初 任 給 基 準 異 動　 給 料 表 の 適 用 を 異 に し な い 規 則 別 表 第 二 十 六 、 別 表 第 二 十 八 及 び 別 表 第 三 十 か ら 別

表 第 三 十 六 の 二 ま で に 定 め る 初 任 給 基 準 表 （ 第 六 条 第 一 項 第 一 号 に お い て 「 初 任 給 基 準 表 」 と い う 。 ）

に 異 な る 初 任 給 の 定 め が あ る 他 の 職 種 に 属 す る 職 務 へ の 異 動 を い う 。

七　 給 料 表 異 動　 給 料 表 の 適 用 を 異 に す る 異 動 を い う 。

八　 上 限 額　 条 例 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 職 員 が 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 高 の 号 給 の 給 料 月 額 （ 地 方

公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 又

は 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 勤 務 （ 以 下 「 育 児 短 時 間 勤 務 等 」 と い う 。 ） を し て い る 職 員 に あ っ て は 、

当 該 給 料 月 額 に 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 四 号 ） 第 二 条
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第 二 項 又 は 第 五 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て

得 た 数 （ 以 下 「 算 出 率 」 と い う 。 ） を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数

を 切 り 捨 て た 額 ） ） を い う 。

九　 そ の 者 の 号 給 等　 当 該 職 員 に 適 用 さ れ る 給 料 表 並 び に そ の 職 務 の 級 及 び 号 給 （ 指 定 職 給 料 表 の 適 用 を

受 け る 職 員 に あ っ て は 、 当 該 職 員 の 受 け る 号 給 ） を い う 。

　 （ 条 例 附 則 第 九 項 及 び 第 十 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 ）

第 三 条　 条 例 附 則 第 九 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。

一　 法 第 二 十 八 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 降 任 等 を さ れ た 職 員 （ 特 例 任 用 後 降 任 等 職 員 を 除 く 。 ）

の う ち 、 次 に 掲 げ る 職 員

ア　 異 動 日 以 後 に 初 任 給 基 準 異 動 を し た 職 員

イ　 異 動 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 に 降 格 を し た 職 員

ウ　 異 動 日 の 前 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員 （ 異 動 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を 開 始 し 、 特 定

日 前 に 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 を 終 了 し た 職 員 を 除 く 。 ）

エ　 異 動 日 以 後 に 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員

二　 異 動 日 の 前 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 増 額 改 定 又 は 減 額 改 定 （ 給 料 月 額 の 改 定 を す

る 条 例 が 制 定 さ れ た 場 合 に お い て 、 当 該 条 例 に よ る 改 定 に よ り 当 該 改 定 前 に 受 け て い た 給 料 月 額 が 増 額

さ れ 、 又 は 減 額 さ れ る こ と を い う 。 次 項 第 二 号 を 除 き 、 以 下 同 じ 。 ） を さ れ た 職 員

２　 条 例 附 則 第 十 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。

一　 警 察 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 六 十 二 号 ） 第 五 十 六 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 任 命 （ 以 下 「 特 定 任 命 」

と い う 。 ） に よ り 職 員 と な っ た 者 の う ち 、 次 に 掲 げ る 職 員

ア　 特 定 任 命 を さ れ た 日 以 後 に 給 料 表 異 動 又 は 初 任 給 基 準 異 動 （ 以 下 「 給 料 表 異 動 等 」 と い う 。 ） を し

た 職 員

イ　 特 定 任 命 を さ れ た 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 に 降 格 を し た 職 員

ウ　 特 定 任 命 を さ れ た 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員 （ 同 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を 開 始 し 、

特 定 日 前 に 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 を 終 了 し た 職 員 を 除 く 。 ）

エ　 特 定 任 命 を さ れ た 日 以 後 に 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員

二　 特 定 任 命 を さ れ た 日 の 前 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 の 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 法

律 第 九 十 五 号 ） 第 六 条 第 一 項 第 四 号 に 掲 げ る 公 安 職 俸 給 表 の 俸 給 月 額 が 増 額 改 定 又 は 減 額 改 定 （ 俸 給 月

額 の 改 定 を す る 法 令 が 制 定 さ れ た 場 合 に お い て 、 当 該 法 令 に よ る 改 定 に よ り 当 該 改 定 前 に 受 け て い た 俸

給 月 額 が 増 額 さ れ 、 又 は 減 額 さ れ る こ と を い う 。 ） を さ れ た 職 員

　 （ 他 の 職 へ の 降 任 等 を さ れ た 職 員 に 対 す る 条 例 附 則 第 十 三 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 ）

第 四 条　 法 第 二 十 八 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 降 任 等 を さ れ た 職 員 （ 特 例 任 用 後 降 任 等 職 員 を 除

く 。 ） で あ っ て 、 異 動 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 と

な り 、 特 定 日 に 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る 給 料 月 額 （ 特 定 日 後 に 第 一 号 、 第 二 号 、 第

四 号 又 は 第 五 号 に 掲 げ る 職 員 と な っ た も の に あ っ て は 、 特 定 日 に 当 該 各 号 に 掲 げ る 職 員 に な っ た も の と し

た 場 合 に 特 定 日 に 同 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 。 以 下 こ の 項 に お

い て 「 特 定 日 給 料 月 額 」 と い う 。 ） が 当 該 各 号 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 額 （ 第 二 号 及 び 第 四 号 ア に

掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員 に あ っ て は 、 当 該 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円

以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 第 四 条 基 礎 給 料 月

額 」 と い う 。 ） に 達 し な い こ と と な る 職 員 （ 次 の 各 号 の う ち 二 以 上 の 号 に 掲 げ る 職 員 に 該 当 す る 職 員 （ 第

三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 を 除 く 。 ） を 除 く 。 ） に は 、 特 定 日 以 後 の 当 該 各 号 に 掲 げ る 職 員 と な っ た 日

以 後 、 第 四 条 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、 条 例 附 則 第 十 三 項 の 規 定 に よ る 給

料 と し て 支 給 す る 。

一　 異 動 日 以 後 に 給 料 表 異 動 等 を し た 職 員 （ 次 号 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）　 異 動 日 の 前 日 に 当

該 給 料 表 異 動 等 が あ っ た も の と し た 場 合 （ 給 料 表 異 動 等 が 二 回 以 上 あ っ た 場 合 に あ っ て は 、 同 日 に そ れ

ら の 給 料 表 異 動 等 が 順 次 あ っ た も の と し た 場 合 ） に 同 日 に お い て 当 該 職 員 が 受 け る こ と と な る 給 料 月 額

に 相 当 す る 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額

二　 異 動 日 の 前 日 に お い て 指 定 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い た 職 員 で あ っ て 、 異 動 日 以 後 に 給 料 表 異 動 を し

た 職 員　 異 動 日 の 前 日 に 当 該 職 員 が 受 け て い た 給 料 月 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 額 に 、 五 百

円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 百 円 以 上 千 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 千 円 に

切 り 上 げ た 額 ）

三　 異 動 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 に 降 格 を し た 職 員 （ 第 五 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）　 異 動 日 の 前 日 に 当 該

職 員 が 受 け て い た 給 料 月 額 か ら 、 当 該 降 格 を し た 日 に 当 該 降 格 が な い も の と し た 場 合 の 同 日 の そ の 者 の

号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 と 当 該 降 格 後 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 と の 差 額

（ 降 格 を 二 回 以 上 し た 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ の 当 該 差 額 を 合 算 し た 額 ） に 相 当 す る 額 を 減 じ た 額 に

百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額

四　 異 動 日 の 前 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員 （ 異 動 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を 開 始 し 、 特 定 日

前 に 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 を 終 了 し た 職 員 を 除 く 。 ）　 次 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定
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め る 額

ア　 特 定 日 以 後 に 現 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し て い る 職 員　 異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給

料 月 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、

五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 ） に 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ

の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ）

イ　 ア に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員　 異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 百 分 の 七 十 を 乗

じ て 得 た 額

五　 異 動 日 以 後 に 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 （ 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）　

人 事 委 員 会 の 定 め る 額

六　 異 動 日 の 前 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 増 額 改 定 又 は 減 額 改 定 を さ れ た 職 員　 異 動 日

の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 特 定 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ

て 得 た 額

２　 前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る

場 合 に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 四 条 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と

あ る の は 、 「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。

３　 第 一 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 で あ っ て 同 項 第 六 号 に 掲 げ る 職 員 に 該 当 す る 職

員 に 対 す る 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 職 員 は 第 一 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す

る 職 員 で あ る も の と し 、 当 該 職 員 に つ い て 適 用 さ れ る 第 四 条 基 礎 給 料 月 額 は 、 同 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で

に 規 定 す る 給 料 月 額 に つ い て 特 定 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 を 用 い て 、 算 出 す る も の と す

る 。

４　 第 一 項 各 号 の う ち 二 以 上 の 号 に 掲 げ る 職 員 に 該 当 す る 職 員 （ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 を 除 く 。 ）

に は 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 日 以 後 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 額 を 、 条 例 附 則 第 十 三 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て

支 給 す る 。

　 （ 特 例 任 用 後 降 任 等 職 員 に 対 す る 条 例 附 則 第 十 三 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 ）

第 五 条　 特 例 任 用 後 降 任 等 職 員 で あ っ て 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 （ 定 年 条 例 第 九 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定

に よ る 異 動 期 間 の 延 長 が な い も の と し た 場 合 に お け る 異 動 期 間 の 末 日 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 前 日 か ら 引

き 続 き 同 一 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 、 異 動 日 に 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る

給 料 月 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 異 動 日 給 料 月 額 」 と い う 。 ） が 異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す

る 給 料 月 額 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 異 動 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額

に 、 こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る 場 合 は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十 を 乗

じ て 得 た 額 （ 当 該 額 に 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生

じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 第 五 条 基 礎 給 料 月 額 」 と い う 。 ） に 達 し な

い こ と と な る 職 員 （ 次 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で 、 第 三 項 並 び に 第 四 項 に 該 当 す る 職 員 を

除 く 。 ） に は 、 異 動 日 以 後 、 第 五 条 基 礎 給 料 月 額 と 異 動 日 給 料 月 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、 条 例 附 則 第

十 三 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。

２　 前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る

場 合 に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 五 条 基 礎 給 料 月 額 と 異 動 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と

あ る の は 、 「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。

第 六 条　 特 例 任 用 後 降 任 等 職 員 で あ っ て 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員

の う ち 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 と な り 、 異 動 日 に 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る 給 料 月 額

（ 異 動 日 後 に 第 一 号 、 第 二 号 、 第 四 号 又 は 第 五 号 に 掲 げ る 職 員 と な っ た も の に あ っ て は 、 異 動 日 に 当 該 各

号 に 掲 げ る 職 員 に な っ た も の と し た 場 合 に 異 動 日 に 同 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る こ と と な る 給 料 月

額 に 相 当 す る 額 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 異 動 日 給 料 月 額 」 と い う 。 ） が 当 該 各 号 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に

定 め る 額 （ 第 二 号 及 び 第 四 号 ア に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員 に あ っ て は 、 当 該 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ

た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 。 以 下 こ

の 条 に お い て 「 第 六 条 基 礎 給 料 月 額 」 と い う 。 ） に 達 し な い こ と と な る 職 員 （ 次 の 各 号 の う ち 二 以 上 の 号

に 掲 げ る 職 員 に 該 当 す る 職 員 （ 第 三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 を 除 く 。 ） を 除 く 。 ） に は 、 異 動 日 以 後 の

当 該 各 号 に 掲 げ る 職 員 と な っ た 日 以 後 、 第 六 条 基 礎 給 料 月 額 と 異 動 日 給 料 月 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、

条 例 附 則 第 十 三 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。

一　 仮 定 異 動 期 間 末 日 以 後 に 給 料 表 異 動 等 を し た 職 員 （ 次 号 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）　 仮 定 異

動 期 間 末 日 の 前 日 に 当 該 給 料 表 異 動 等 が あ り 、 同 日 か ら 異 動 日 の 前 日 ま で 当 該 給 料 表 異 動 等 後 に 適 用 さ

れ て い る 給 料 表 及 び 初 任 給 基 準 表 に お け る 初 任 給 の 定 め が 引 き 続 き 適 用 さ れ て い る も の と し た 場 合 （ 給

料 表 異 動 等 が 二 回 以 上 あ っ た 場 合 に あ っ て は 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 に そ れ ら の 給 料 表 異 動 等 が 順 次

あ り 、 同 日 か ら 異 動 日 の 前 日 ま で こ れ ら の 給 料 表 異 動 等 後 に 適 用 さ れ て い る 給 料 表 及 び 初 任 給 基 準 表 に

お け る 初 任 給 の 定 め が 引 き 続 き 適 用 さ れ て い る も の と し た 場 合 ） の 同 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給

料 月 額 に 相 当 す る 額 （ こ れ ら の 場 合 に お い て 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 異 動 日 の 前 々 日 ま で の 間 の

そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、 こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る と き は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料

月 額 に 相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額
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二　 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 以 後 に 指 定 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い た 職 員 で あ っ て 、 同 日 後 に 給 料 表 異 動

を し た 職 員　 異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 異 動 日

の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、 こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る 場 合 は 、 そ

の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 額 に 、 五 百 円 未 満 の 端 数 を

生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 百 円 以 上 千 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 千 円 に 切 り 上 げ た 額 ）

三　 仮 定 異 動 期 間 末 日 か ら 異 動 日 ま で の 間 に 降 格 （ 職 員 の 同 意 を 得 て 行 う も の を 除 く 。 以 下 こ の 号 に お い

て 同 じ 。 ） を し た 職 員 （ 第 五 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）　 異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料

月 額 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 異 動 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、

こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る 場 合 は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） か ら 、 当 該 降 格 を し

た 日 に 当 該 降 格 が な い も の と し た 場 合 の 同 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 と 当 該

降 格 後 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 と の 差 額 （ 降 格 を 二 回 以 上 し た 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ

の 当 該 差 額 を 合 算 し た 額 ） に 相 当 す る 額 を 減 じ た 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額

四　 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員　 次 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ

れ 次 に 定 め る 額

ア　 異 動 日 以 後 に 現 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し て い る 職 員　 異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給

料 月 額 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 異 動 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額

に 、 こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る 場 合 は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十

を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満

の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 ） に 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端

数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ）

イ　 ア に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員　 異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 （ 仮 定 異 動 期 間 末

日 の 前 日 か ら 異 動 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、 こ れ よ り も 多 い 給 料

月 額 が あ る 場 合 は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額

五　 仮 定 異 動 期 間 末 日 以 後 に 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 （ 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 を

除 く 。 ）　 人 事 委 員 会 の 定 め る 額

六　 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 異 動 日 ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 増 額 改 定 又 は 減 額 改 定 を さ れ た 職

員　 異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 異 動 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 （ 仮 定 異

動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 異 動 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 異 動 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額

欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 に 、 こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る 場 合 は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る

額 ） に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額

２　 前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る

場 合 に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 六 条 基 礎 給 料 月 額 と 異 動 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と

あ る の は 、 「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。

３　 第 一 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 で あ っ て 、 同 項 第 六 号 に 掲 げ る 職 員 に 該 当 す る

職 員 に 対 す る 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 職 員 は 第 一 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で の い ず れ か に 該 当

す る 職 員 で あ る も の と し 、 当 該 職 員 に つ い て 適 用 さ れ る 第 六 条 基 礎 給 料 月 額 は 、 同 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま

で に 規 定 す る 給 料 月 額 に つ い て 異 動 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 を 用 い て 、 算 出 す る も の と

す る 。

４　 第 一 項 第 一 号 か ら 第 六 号 ま で の う ち 二 以 上 の 号 に 掲 げ る 職 員 に 該 当 す る 職 員 （ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け

る 職 員 を 除 く 。 ） に は 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 日 以 後 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 額 を 、 条 例 附 則 第 十 三 項 の 規 定

に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。

　 （ 降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 を し た 職 員 に 対 す る 条 例 附 則 第 十 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 ）

第 七 条　 降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 （ 法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 転 任 に 伴 う 給 料 表

異 動 の う ち 、 当 該 給 料 表 異 動 後 の 職 員 の 職 務 の 級 が 当 該 給 料 表 異 動 の 前 日 に 給 料 表 異 動 が あ っ た も の と し

た 場 合 の 職 員 の 職 務 の 級 よ り 下 位 の 職 務 の 級 と な る 場 合 の も の を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同

じ 。 ） を し た 職 員 （ 第 一 項 特 例 任 用 職 員 又 は 第 三 項 特 例 任 用 職 員 か ら 降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 を し た 職 員 を

除 く 。 第 四 項 に お い て 同 じ 。 ） で あ っ て 、 降 任 等 相 当 転 任 日 （ 当 該 降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 を し た 日 を い う 。

以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 同 項 各 号 に 掲 げ る

職 員 を 除 く 。 ） の う ち 、 特 定 日 に 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る 給 料 月 額 （ 以 下 こ の 項 に

お い て 「 特 定 日 給 料 月 額 」 と い う 。 ） が 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 に 降 任 等 相 当 転 任 日 に お い て 適 用 さ れ る

給 料 表 の 適 用 を 受 け る も の と し た 場 合 に 当 該 職 員 が 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 に 百 分 の 七 十

を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 額 に 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数

を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 第 七 条 基 礎 給 料 月 額 」 と い う 。 ） に 達

し な い こ と と な る 職 員 に は 、 特 定 日 以 後 、 第 七 条 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、

条 例 附 則 第 十 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。

２　 前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る

場 合 に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 七 条 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と

あ る の は 、 「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。
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３　 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 増 額 改 定 又 は 減 額 改 定 を さ れ た 職 員

に 対 す る 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 職 員 に つ い て 適 用 さ れ る 第 七 条 基 礎 給 料 月 額 は 、 第 一 項 に

規 定 す る 給 料 月 額 に つ い て 特 定 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 を 用 い て 、 算 出 す る も の と す る 。

４　 降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 を し た 職 員 で あ っ て 、 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け

る 職 員 の う ち 、 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 職 員 に は 、 人 事 委 員 会 の

定 め る 日 以 後 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 額 を 、 条 例 附 則 第 十 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。

一　 降 任 等 相 当 転 任 日 後 に 給 料 表 異 動 等 を し た 職 員

二　 降 任 等 相 当 転 任 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 に 降 格 を し た 職 員

三　 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員 （ 降 任 等 相 当 転 任 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤

務 等 を 開 始 し 、 特 定 日 前 に 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 を 終 了 し た 職 員 を 除 く 。 ）

四　 降 任 等 相 当 転 任 日 以 後 に 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 （ 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前

日 に 指 定 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い た 職 員 を 除 く 。 ）

第 八 条　 第 一 項 特 例 任 用 職 員 又 は 第 三 項 特 例 任 用 職 員 か ら 降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 を し た 職 員 で あ っ て 、 降 任

等 相 当 転 任 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 第 四 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ） の う ち 、

降 任 等 相 当 転 任 日 に 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る 給 料 月 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 転 任

日 給 料 月 額 」 と い う 。 ） が 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 に 降 任 等 相 当 転 任 日 に お い て 適 用 さ れ る 給 料 表 の 適 用

を 受 け る も の と し た 場 合 の 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額

（ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 に 当 該 給 料 表 の 適 用 を 受 け 、 同 日 か ら 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 ま で 当 該 給 料 表

が 引 き 続 き 適 用 さ れ て い る も の と し た 場 合 に 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 々 日 ま

で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、 こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る と き は 、 そ の う ち 最 も 多

い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ

れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 。 以 下 こ の 条 に お い

て 「 第 八 条 基 礎 給 料 月 額 」 と い う 。 ） に 達 し な い こ と と な る 職 員 に は 、 降 任 等 相 当 転 任 日 以 後 、 第 八 条 基

礎 給 料 月 額 と 転 任 日 給 料 月 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、 条 例 附 則 第 十 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す

る 。

２　 前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る

場 合 に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 八 条 基 礎 給 料 月 額 と 転 任 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と

あ る の は 、 「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。

３　 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 降 任 等 相 当 転 任 日 ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 増 額 改 定 又 は 減 額 改 定 を

さ れ た 職 員 に 対 す る 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 職 員 に つ い て 適 用 さ れ る 第 八 条 基 礎 給 料 月 額 は 、

第 一 項 に 規 定 す る 給 料 月 額 に つ い て 降 任 等 相 当 転 任 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 を 用 い て 、

算 出 す る も の と す る 。

４　 第 一 項 特 例 任 用 職 員 又 は 第 三 項 特 例 任 用 職 員 か ら 降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 を し た 職 員 で あ っ て 、 降 任 等 相

当 転 任 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 、 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職

員 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 職 員 に は 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 日 以 後 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 額 を 、 条 例 附 則 第

十 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。

　 一　 降 任 等 相 当 転 任 日 後 に 給 料 表 異 動 等 を し た 職 員

二　 仮 定 異 動 期 間 末 日 か ら 降 任 等 相 当 転 任 日 ま で の 間 に 降 格 （ 職 員 の 同 意 を 得 て 行 う も の を 除 く 。 ） を し

た 職 員

三　 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員

四　 仮 定 異 動 期 間 末 日 以 後 に 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前

日 以 後 に 指 定 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い た 職 員 を 除 く 。 ）

　 （ 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 に 対 す る 条 例 附 則 第 十 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 ）

第 九 条　 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 （ 第 三 項 特 例 任 用 職 員 の う ち 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 か ら 法 第 二 十 八 条 の 二 第

一 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 昇 任 、 降 任 又 は 転 任 を さ れ る 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 降 格 （ 職 員 の 同 意 を

得 て 行 う も の に 限 る 。 ） を さ れ た 職 員 、 給 料 表 異 動 に よ り 当 該 給 料 表 異 動 後 の 職 員 の 職 務 の 級 が 当 該 給 料

表 異 動 の 前 日 に 給 料 表 異 動 が あ っ た も の と し た 場 合 の 職 員 の 職 務 の 級 よ り 下 位 の 職 務 の 級 と な っ た 職 員 又

は 指 定 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 か ら 他 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 給 料 表 異 動 を し た 職 員 を い う 。

以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） で あ っ て 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員

（ 第 四 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ） の う ち 、 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 （ 当 該 日 が 二 以 上 あ る と

き は 、 当 該 日 の う ち 最 も 遅 い 日 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が

受 け る 給 料 月 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 降 格 等 相 当 日 給 料 月 額 」 と い う 。 ） が 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に

応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 額 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 以 後 に 指 定 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い た 職 員 以 外 の 職

員 に あ っ て は 当 該 額 に 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生

じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 以 後 に 指 定 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い た

職 員 に あ っ て は 当 該 額 に 五 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 百 円 以 上 千 円 未 満 の 端 数 を

生 じ た と き は こ れ を 千 円 に 切 り 上 げ た 額 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 第 九 条 基 礎 給 料 月 額 」 と い う 。 ） に 達 し

な い こ と と な る 職 員 に は 、 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 か ら 法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 他
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の 職 へ の 昇 任 、 降 任 又 は 転 任 を さ れ る 日 の 前 日 ま で の 間 、 第 九 条 基 礎 給 料 月 額 と 降 格 等 相 当 日 給 料 月 額 と

の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、 条 例 附 則 第 十 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。

一　 次 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員　 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す

る 給 料 月 額 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の

者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、 こ れ よ り 多 い 給 料 月 額 が あ る 場 合 は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に

相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額

二　 仮 定 異 動 期 間 末 日 以 後 に 給 料 表 異 動 （ 当 該 給 料 表 異 動 後 の 職 員 の 職 務 の 級 が 当 該 給 料 表 異 動 の 前 日 に

給 料 表 異 動 が あ っ た も の と し た 場 合 の 職 員 の 職 務 の 級 よ り 下 位 の 職 務 の 級 と な る も の に 限 る 。 ） を し た

職 員 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 以 後 に 指 定 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い た 職 員 を 除 く 。 ）　 特 例 任 用 期 間

降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 前 日 に 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 に お い て 適 用 さ れ る 給 料 表 の 適 用 を

受 け る 職 員 へ の 給 料 表 異 動 が あ っ た も の と し た 場 合 の 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 前 日 の そ の

者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 に 当 該 給 料 表 異 動 が あ り 、 同 日

か ら 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 前 日 ま で 当 該 給 料 表 異 動 後 に 適 用 さ れ て い る 給 料 表 が 引 き 続

き 適 用 さ れ て い る も の と し た 場 合 に 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日

の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、 こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る と き は 、 そ

の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額

２　 前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る

場 合 に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 九 条 基 礎 給 料 月 額 と 降 格 等 相 当 日 給 料 月 額 と の 差

額 」 と あ る の は 、 「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。

３　 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 増 額 改

定 又 は 減 額 改 定 を さ れ た 職 員 に 対 す る 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 職 員 に つ い て 適 用 さ れ る 第 九

条 基 礎 給 料 月 額 は 、 第 一 項 各 号 に 規 定 す る 給 料 月 額 に つ い て 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 給 料 表

の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 を 用 い て 、 算 出 す る も の と す る 。

４　 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 で あ っ て 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の

う ち 、 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 職 員 に は 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 日

か ら 法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 昇 任 、 降 任 又 は 転 任 を さ れ る 日 の 前 日 ま で の 間 、 人 事

委 員 会 の 定 め る 額 を 、 条 例 附 則 第 十 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。

一　 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 翌 日 か ら 法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 昇 任 、

降 任 又 は 転 任 を さ れ る 日 の 前 日 ま で の 間 に 規 則 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 昇 格 を し た 職 員

二　 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 以 後 に 給 料 表 異 動 等 （ 給 料 表 異 動 の う ち 、 当 該 給 料 表 異 動 後 の 職

員 の 職 務 の 級 が 当 該 給 料 表 異 動 の 前 日 に 給 料 表 異 動 が あ っ た も の と し た 場 合 の 職 員 の 職 務 の 級 よ り 下 位

の 職 務 の 級 と な る 場 合 の も の 及 び 指 定 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 か ら 他 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員

に 給 料 表 異 動 を す る こ と と な る も の を 除 く 。 ） を し た 職 員

三　 仮 定 異 動 期 間 末 日 か ら 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 ま で の 間 に 降 格 （ 職 員 の 同 意 を 得 て 行 う も

の を 除 く 。 ） を し た 職 員

四　 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員

五　 仮 定 異 動 期 間 末 日 以 後 に 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前

日 以 後 に 指 定 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い た 職 員 を 除 く 。 ）

　 （ 人 事 交 流 等 職 員 に 対 す る 条 例 附 則 第 十 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 ）

第 十 条　 規 則 第 五 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 者 か ら 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 い て 管 理 監 督 職 以 外 の 職 に 採 用 さ れ

た 職 員 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 人 事 交 流 等 職 員 」 と い う 。 ） の う ち 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 （ 当 該 日 が

二 以 上 あ る と き は 、 当 該 日 の う ち 最 も 遅 い 日 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 前 に 職 員 で あ っ た も の と し た

場 合 に 異 動 日 と み な さ れ る 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 み な し 異 動 日 」 と い う 。 ） が あ る 者 で あ っ て 、 人 事

交 流 等 職 員 と な っ た 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 第 四 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ） の う

ち 、 特 定 日 に 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る 給 料 月 額 （ 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 が 六 十

歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四 月 一 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 仮 定 特 定 日 」 と い う 。 ） 後 で あ る と き は 、

仮 定 特 定 日 に 職 員 で あ っ た も の と し て 同 項 の 規 定 が 適 用 さ れ た 場 合 に 仮 定 特 定 日 に 当 該 職 員 が 受 け る こ と

と な る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 日 給 料 月 額 」 と い う 。 ） が み な し 異 動 日 の 前 日

に 職 員 と な っ た も の と し た 場 合 に 当 該 職 員 が 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ

て 得 た 額 （ 当 該 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生

じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 第 十 条 基 礎 給 料 月 額 」 と い う 。 ） に 達 し な

い こ と と な る 職 員 に は 、 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 （ 特 定 日 前 に 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 場 合 に あ っ て は 、

特 定 日 ） 以 後 、 第 十 条 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、 条 例 附 則 第 十 四 項 の 規 定

に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。

２　 前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る

場 合 に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 十 条 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と

あ る の は 、 「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。

３　 給 料 月 額 の 改 定 を す る 条 例 の 制 定 に よ り 、 み な し 異 動 日 の 前 日 か ら 特 定 日 （ 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日
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が 仮 定 特 定 日 後 で あ る と き は 、 仮 定 特 定 日 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が

改 定 さ れ た 場 合 に お け る 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 人 事 交 流 等 職 員 に つ い て 適 用 さ れ る 第 十 条 基 礎

給 料 月 額 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 給 料 月 額 に つ い て 特 定 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 を 用 い て 、

算 出 す る も の と す る 。

４　 人 事 交 流 等 職 員 の う ち み な し 異 動 日 が あ る 者 で あ っ て 、 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表

の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 、 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 職 員 に は 、

人 事 委 員 会 の 定 め る 日 以 後 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 額 を 、 条 例 附 則 第 十 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す

る 。
一　 か つ て 第 一 項 特 例 任 用 職 員 又 は 第 三 項 特 例 任 用 職 員 と し て 勤 務 し て い た 者 で 、 人 事 交 流 等 に よ り 引 き

続 い て 規 則 第 五 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 者 と な り 引 き 続 い て 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た も の 及 び こ れ に 準 ず

る も の

二　 か つ て 指 定 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い た 職 員 で あ っ た 者 で 、 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 い て 規 則 第 五 条

第 一 項 各 号 に 掲 げ る 者 と な り 引 き 続 い て 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た も の

三　 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 後 に 給 料 表 異 動 等 を し た 職 員

四　 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 に 降 格 を し た 職 員

五　 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 （ 特 定 日 前 に 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 場 合 に あ っ て は 、 特 定 日 ） 以 後 に 育

児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員

六　 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 以 後 に 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員

　 （ こ の 規 則 に よ り 難 い 場 合 の 措 置 ）

第 十 一 条　 条 例 附 則 第 九 項 、 第 十 一 項 、 第 十 三 項 又 は 第 十 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 に つ い て 、 こ の 規 則

の 規 定 に よ る 場 合 に は 部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 を 著 し く 失 す る と 認 め ら れ る と き そ の 他 の 特 別 の 事 情 が あ

る と き は 、 あ ら か じ め 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 、 別 段 の 取 扱 い を す る こ と が で き る 。

　 （ 雑 則 ）

第 十 二 条　 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 条 例 附 則 第 九 項 、 第 十 一 項 、 第 十 三 項 又 は 第 十 四 項 の 規 定 に よ る

給 料 の 支 給 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　 告 示

愛知県告示第77号
　漁業災害補償法施行規則（昭和39年農林省令第35号）第48条の２において準用する同令第47条の規定に基
づき届出があった次の区域及び区分についての特定第二号漁業者の漁獲共済に係る共済契約の締結の申込み
又は規約の設定についての同意は、漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第２項に規定する要件
に適合するものと認める。
　　令和５年２月28日

愛知県知事　大　村　秀　章　
区 域 区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

豊浜区域
（豊浜漁業協同組合の地区）

総トン数10トン未満の漁船により主として底びき網を使用して営む漁業

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県告示第78号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、公示の日から１箇月間愛知県建設局道路維持課において一般の縦覧に供する。
　　令和５年２月28日

愛知県知事　大　村　秀　章　

道路の
種　類 路 線 名

道 路 の 区 域
新 旧
別 区 間 敷地の幅員 延 長

一般国道 301号 旧 豊田市松平志賀町割石11番１地先から同丸山36番１
地先まで

ｍ
 25.0 ～ 48.0

km
0.196

新 同 25.0 ～ 43.5 同

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県告示第79号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。



令和５年２月28日　　　　　火曜日　　　　愛  知  県  公  報

-81-

第384号
　その関係図面は、公示の日から１箇月間愛知県建設局道路維持課において一般の縦覧に供する。
　　令和５年２月28日

愛知県知事　大　村　秀　章　
道路の
種　類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

一般国道 301号 豊田市松平志賀町高瀬９番７地先から同アライ10番３地先まで 令和５年２月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県告示第80号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、都市計画事業の事業計画の変更を次
のように認可した。
　　令和５年２月28日

愛知県知事　大　村　秀　章　
施 行 者
の 名 称 都市計画事業の種類及び名称 事 業 施 行 期 間 事 業 地 図 書 の

縦覧場所
西尾市 西三河都市計画下水道事業西

尾公共下水道
昭和52年12月16日から
令和11年３月31日まで

収用の部分
　変更なし
使用の部分
　変更なし

西尾市役所

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県告示第81号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項
及び第９条第１項の規定により指定した次の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の全部について指
定を解除する。
　　令和５年２月28日

愛知県知事　大　村　秀　章　
土 砂 災 害 警 戒 区 域 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域

名 称 区 域
土砂災害の
発生原因と
なる自然現
象の種類

名 称 区 域
土砂災害の
発生原因と
なる自然現
象の種類

建築物に作
用すると想
定される衝
撃に関する
事項

西浦－１（226－
Ｋ－018）

尾張旭市新居町西
浦（次の図のとお
り）

急傾斜地の
崩壊

西浦－１（226－
Ｋ－018）

尾張旭市新居町西
浦（次の図のとお
り）

急傾斜地の
崩壊

次の図のと
おり

　（「次の図」は、省略し、その図面及び関係図書を当該区域を所管する県建設事務所に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県告示第82号
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第77条の21第２項の規定に基づき、次のように指定確認検査機関か
ら確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更する旨の届出があった。
　　令和５年２月28日

愛知県知事　大　村　秀　章　

指定確認検査機関の名称 確認検査の業務を行う事務所の所在地 変　更
年月日変 更 前 変 更 後

株式会社愛知建築センター 本社　安城市横山町浜畔上26番地
　　　１
知多事務所　知多郡阿久比町大字
　　　　　　草木字東郷１番　　
尾張事務所　春日井市勝川町七丁
　　　　　　 目37番 地　　　　　

本社　安城市横山町浜畔上26番地
　　　１
知多事務所　知多郡阿久比町大字
　　　　　　草木字東郷１番　　

令和
５. ４. １

　　　　　　　　　　　　　　　　 人事委員会告示

愛知県人事委員会告示第１号
　昭和52年愛知県人事委員会告示第１号（人事委員会の事務局長に対する事務の委任に関する規則第２条の
規定に基づく人事委員会の事務の一部委任に関する決定）の一部を次のように改正し、令和５年４月１日か
ら施行する。
　　令和５年２月28日

愛知県人事委員会委員長　入　谷　正　章　
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　前文中「平成18年愛知県人事委員会規則５―1021）」の次に「、職員の給与に関する条例附則第七項の規
定による給料月額に関する規則（令和５年愛知県人事委員会規則５―1352）、職員の給与に関する条例附則
第九項、第十一項、第十三項又は第十四項の規定による給料に関する規則（令和５年愛知県人事委員会規則
５―1353）」を加える。
　第２第４項第11号中「号給」を「事項」に改める。
　第２第５項中「第３条」を「第４条」に改める。
　第２第17項中第３号を第５号とし、同号の前に次の１号を加える。

⑷　第３条第１項第２号ウ及びオの規定に基づき、人事委員会が定めることとされている職員について定
めること。

　第２第17項第２号中「第３条第１項第３号及び第５号」を「第３条第１項第１号ウ及びオ」に改め、同号
を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。

⑵　第２条第１項第２号ウ及びオの規定に基づき、人事委員会が定めることとされている職員について定
めること。

第２中第27項を第29項とし、第26項の次に次の２項を加える。
27　職員の給与に関する条例附則第七項の規定による給料月額に関する規則（令和５年愛知県人事委員会規

則５―1352）に規定する次に掲げる事項
⑴　第３条第２号の規定に基づき、人事委員会が定めることとされている職員について定めること。
⑵　第４条の規定に基づき、職員の給与に関する条例附則第７項の規定による給料月額その他同項及び同

条例附則第８項の規定並びに規則の施行に関し必要な事項のうち軽易なものについて定めること。
28　職員の給与に関する条例附則第九項、第十一項、第十三項又は第十四項の規定による給料に関する規則

（令和５年愛知県人事委員会規則５―1353）に規定する次に掲げる事項
⑴　第４条第１項第５号の規定に基づき、人事委員会が定めることとされている額について定めること。
⑵　第４条第４項の規定に基づき、人事委員会が定めることとされている日及び額について定めること。
⑶　第６条第１項第５号の規定に基づき、人事委員会が定めることとされている額について定めること。
⑷　第６条第４項の規定に基づき、人事委員会が定めることとされている日及び額について定めること。
⑸　第７条第４項の規定に基づき、人事委員会が定めることとされている日及び額について定めること。
⑹　第８条第４項の規定に基づき、人事委員会が定めることとされている日及び額について定めること。
⑺　第９条第４項の規定に基づき、人事委員会が定めることとされている日及び額について定めること。
⑻　第10条第４項の規定に基づき、人事委員会が定めることとされている日及び額について定めること。
⑼　第11条の規定に基づき、別段の取扱いをすることを承認すること。
⑽　第12条の規定に基づき、職員の給与に関する条例附則第９項、第11項、第13項又は第14項の規定によ

る給料の支給に関し必要な事項のうち軽易なものについて定めること。
　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県人事委員会告示第２号
　職員の休暇の取扱いに関する細則（昭和42年愛知県人事委員会告示第２号）の一部を次のように改正する。
　　令和５年２月28日

愛知県人事委員会委員長　入　谷　正　章　
　第２条第５項第２号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「第28条の４第１項、
第28条の５第１項又は第28条の６第１項若しくは第２項」を「第22条の４第１項」に改め、「で同法第28条
の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員」を削る。
　第４条第１項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
　　　附　則
１　この告示は、令和５年４月１日から施行する。
２　職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年愛知県条例第47号）附則第11条に規

定する暫定再任用短時間勤務職員は、改正後の職員の休暇の取扱いに関する細則第２条第５項第２号に規
定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

　　　　　　　　　　　　　　　　 公 告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に基づき、愛知県西三
河建設事務所長から次のように公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和５年２月28日

愛知県知事　大　村　秀　章　
作 業 地 域 作 業 期 間 作 業 種 類

岡崎市筒針町 令和４年10月24日から
令和４年12月23日まで

公共測量（基準点測量）
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　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に基づき、幸田町長か
ら次のように公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和５年２月28日

愛知県知事　大　村　秀　章　
作 業 地 域 作 業 期 間 作 業 種 類

額田郡幸田町大字長嶺字東山 令和４年11月25日から
令和５年２月10日まで

公共測量（基準点測量及び現地測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第29条第１項の規定に基づき、東海名和駅西土地区画整理組合
から就任した理事の氏名及び住所の届出があった。
　　令和５年２月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県知事　大　村　秀　章　
阿知和清隆　東海市富木島町新石根71－１
阿知和常則　同　　名和町一番畑36
石田　晋作　同　　名和町三丁目151
株式会社丙　名古屋市瑞穂区苗代町22－15
申起業
代表取締役
兼本　尚浩

坂　　孝男　東海市名和町一番畑16
前田　美信　同　　名和町二丁目181
山口　清美　同　　名和町石谷84－１
山口　弘宜　同　　名和町三丁目161
山口　林平　同　　名和町一番畑53

　　　　　　　　　　　　　　　　
　建築士法（昭和25年法律第202号）第13条の規定によって、令和５年二級建築士試験及び木造建築士試験
を次のように行います。
　　令和５年２月28日

愛知県知事　大　村　秀　章　
１　試験の日時及び場所
　⑴　二級建築士試験
　　ア　試験の日時
　　　ア　学科の試験
　　　　　令和５年７月２日（日）　午前10時10分から午後５時20分まで
　　　イ　設計製図の試験
　　　　　令和５年９月10日（日）　午前11時から午後４時まで
　　イ　試験の場所
　　　　名城大学　天白キャンパス（名古屋市天白区塩釜口１－501）
　⑵　木造建築士試験
　　ア　試験の日時
　　　ア　学科の試験
　　　　　令和５年７月23日（日）　午前10時10分から午後５時20分まで
　　　イ　設計製図の試験
　　　　　令和５年10月８日（日）　午前11時から午後４時まで
　　イ　試験の場所
　　　　名城大学　天白キャンパス（名古屋市天白区塩釜口１－501）
２　その他試験に関する事項

　試験の詳細は、公益財団法人建築技術教育普及センターのウェブページ（https://www.jaeic.or.jp/）を
御覧ください。

３　問合せ先
　　公益財団法人建築技術教育普及センター東海北陸支部
　　　名古屋市中区栄四丁目３－26　昭和ビル９階
　　　電話（052）261－6816
　　愛知県建築局建築指導課建築物安全安心グループ
　　　電話（052）954－6587
　　　　　　　　　　　　　　　　
　次の都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定に基づき許可した開発行為に関する工事は
完了した。
　　令和５年２月28日

愛知県知事　大　村　秀　章　
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許可番号 許　可
年月日 開発許可を受けた者の氏名 開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 開発区域に含まれる地域の名称

30尾建
96－118

平成
30. ９. ５

株式会社ナカシマ
　代表取締役　中島　基木

豊明市栄町新左山１－757 豊明市栄町根崎35－１ほか３筆

３尾建
96－143

令和
３.10. ６

久保田文洋 名古屋市中区伊勢山一丁目４－12 あま市七宝町桂深田２－１及び
４

３尾建
96－272

４. ５.10 株式会社化研
　代表取締役　久留　健司

名古屋市北区喜惣治一丁目251 丹羽郡大口町仲沖二丁目50ほか
６筆

４尾建
96－36

４. ５.26 株式会社マミヤ
　代表取締役　間宮　陸海

名古屋市天白区原四丁目1107 日進市南ケ丘二丁目６－３

４尾建
96－62

４. ８. ２ 村田　彩子 豊明市沓掛町小所101 愛知郡東郷町大字春木字南天神
56－１

３尾建
96－261

４. ３.10 浅井　敏孝 長久手市岩作西島44 長久手市岩作下島101－１

４尾建
96－115

４. ９.13 一建設株式会社
　代表取締役　堀口　忠美

東京都練馬区石神井町二丁目26－
11

あま市七宝町鯰橋八丁目12

　　　　　　　　　　　　　　　　
　次のとおり一般競争入札に付します。
　なお、本調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
372号）の規定が適用される調達契約に該当する場合があります。
　　令和５年２月28日

愛知県知事　大　村　秀　章　
１　調達内容

⑴　調達案件の名称及び数量
　　アイネットシステム機器の賃貸借　一式
⑵　調達案件の仕様等
　　入札説明書で示す仕様等とします。
⑶　契約期間
　　令和６年３月１日（金）から令和12年２月28日（木）まで
　　（地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３の規定に基づく長期継続契約）
⑷　履行場所
　入札説明書で示す場所とします。
⑸　入札方法

ア　この入札は、あいち電子調達共同システム（物品等）のサブシステムである電子入札システム（以
下「電子入札システム」という。）により実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律（平成
12年法律第102号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行した電子証明書又
は商業登記法（昭和38年法律第125号）に基づき登記官が作成した電子証明書のうち、一般財団法人
日本建設情報総合センターが提供する電子入札コアシステムに対応した証明書を格納しているカード

（以下「ＩＣカード」という。）が必要です。
　　電子入札システムにより難い場合は、紙による入札書の提出により入札に参加することができます。
イ　詳細な入札方法は、愛知県物品等電子調達実施要領によるものとします。
　　アドレス　https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chotatsu/0000017537.html
ウ　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価
格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問
わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。

２　競争参加資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
⑵　この公告の日から開札の日までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関

する合意書」（平成24年６月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）１⑴アに規定する調達契
約からの排除措置を受けていない者であること。

⑶　物品の製造等に係る愛知県入札参加資格者名簿（令和４年４月～令和６年３月）「03．役務の提供等」
のうち「11．リース・レンタル」に登録されている者であること。

⑷　当該調達又はこれと同等の調達について契約実績があることを証明した者であること。
⑸　民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者又

は会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者で
ないこと。

⑹　競争入札参加資格確認申請書（以下「確認申請書」という。）の提出日から入札日までの期間において、
愛知県会計局指名停止取扱要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
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⑺　愛知県警察が定める誓約書及び法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。）の役員等（法人にあっ

ては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様
の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。）
に係る名簿（以下「役員等名簿」という｡）が提出されていること。

３　入札説明書の交付方法等
⑴　入札説明書の交付方法
　　令和５年２月28日（火）から令和５年３月14日（火）までの電子入札システムの稼働時間内に、電子

入札システムにアクセスし、ダウンロードして入手してください。
　　アドレス　https://www.buppin.e-aichi.jp/index.html
　　なお、電子入札システムの稼働時間は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第

178号）に規定する休日及び12月29日から翌年１月３日までの日以外の日の午前８時から午後８時まで
です。

⑵　入札期間
　　令和５年４月７日（金）午前10時から令和５年４月10日（月）午後５時まで（電子入札システムの稼

働時間は、⑴のとおり。）
⑶　開札の日時及び場所
　　令和５年４月11日（火）　午前10時
　　愛知県警察本部総務部会計課
⑷　問合せ先
　　愛知県警察本部総務部会計課調度係
　　　名古屋市中区三の丸二丁目１－１（郵便番号460－8502）
　　　電話（052）951－1611　内線2245

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨
　　日本語及び日本国通貨に限ります。
⑵　入札保証金
　　入札に参加しようとする者は、見積金額の100分の５以上の金額の入札保証金（愛知県財務規則（昭

和39年愛知県規則第10号。以下「財務規則」という。）第152条の４に定める入札保証金に代わる担保を
含む。）を開札期日までに納めなければなりません。ただし、財務規則第152条の３の規定により、全部
又は一部の納付を免除されたときは、この限りでありません。

⑶　入札の無効
　　財務規則第152条（入札の無効）の規定に該当する入札及びＩＣカードを不正に使用して行った入札は、

無効とします。
⑷　契約書作成の要否
　　要
⑸　競争入札参加者に要求される事項
　　入札に参加しようとする者は、確認申請書、２⑷の資格を有することを証明する書類、誓約書及び役

員等名簿を令和５年２月28日（火）午前10時から令和５年３月14日（火）午後１時までの間に電子入札
システムにより提出しなければなりません（電子入札システムの稼働時間は、３⑴のとおり。）。なお、
提出した書類について説明を求められたときは、これに応じなければなりません。

　　提出された確認申請書、証明書類、誓約書及び役員等名簿を審査した結果、当該調達案件を請け負う
ことができると認められた者に限り、落札の対象とします。

⑹　納入機器の性能証明
　　入札に参加しようとする者は、応札機器性能保証書、納入機器一覧表、機器構成表、機器等リスト及

び性能証明書を令和５年２月28日（火）から令和５年３月14日（火）まで（日曜日及び土曜日を除く。）
の午前10時から午後５時（令和５年３月14日（火）は午後１時）までの間に愛知県警察本部総務部情報
管理課に提出し、承認を受けなければなりません。

⑺　落札者の決定方法
　　財務規則第153条第１項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。
⑻　調達の条件
　　本調達は、議会における当該調達に係る予算の成立を条件とするものです。
⑼　その他
　　詳細は、入札説明書によります。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the services to be required: Lease of Network Devices, Servers and Terminals for 

Internet, 1 set
⑵　Bidding period: 10:00 a.m., April 7, 2023 - 5:00 p.m., April 10, 2023
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⑶　Contact point for the notice: Procurement Section, Accounting Division, General Affairs Department, Aichi 

Prefectural Police Headquarters
2-1-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-8502 Japan
Tel. 052-951-1611 Ext. 2245

　　　　　　　　　　　　　　　　
　次のとおり一般競争入札に付します。
　なお、本調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
372号）の規定が適用される調達契約に該当する場合があります。
　　令和５年２月28日

愛知県知事　大　村　秀　章　
１　調達内容

⑴　調達案件の名称及び数量
　　交番・駐在所プリンタの賃貸借　一式
⑵　調達案件の仕様等
　　入札説明書で示す仕様等とします。
⑶　契約期間
　　令和５年10月１日（日）から令和10年９月30日（土）まで
　　（地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３の規定に基づく長期継続契約）
⑷　履行場所
　　入札説明書で示す場所とします。
⑸　入札方法

ア　この入札は、あいち電子調達共同システム（物品等）のサブシステムである電子入札システム（以
下「電子入札システム」という。）により実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律（平成
12年法律第102号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行した電子証明書又
は商業登記法（昭和38年法律第125号）に基づき登記官が作成した電子証明書のうち、一般財団法人
日本建設情報総合センターが提供する電子入札コアシステムに対応した証明書を格納しているカード

（以下「ＩＣカード」という。）が必要です。
　　電子入札システムにより難い場合は、紙による入札書の提出により入札に参加することができます。
イ　詳細な入札方法は、愛知県物品等電子調達実施要領によるものとします。
　　アドレス　https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chotatsu/0000017537.html
ウ　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価
格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問
わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。

２　競争参加資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
⑵　この公告の日から開札の日までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関

する合意書」（平成24年６月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）１⑴アに規定する調達契
約からの排除措置を受けていない者であること。

⑶　物品の製造等に係る愛知県入札参加資格者名簿（令和４年４月～令和６年３月）「03．役務の提供等」
のうち「11．リース・レンタル」に登録されている者であること。

⑷　当該調達又はこれと同等の調達について契約実績があることを証明した者であること。
⑸　民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者又

は会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者で
ないこと。

⑹　競争入札参加資格確認申請書（以下「確認申請書」という。）の提出日から入札日までの期間において、
愛知県会計局指名停止取扱要領に基づく指名停止を受けていない者であること。

⑺　愛知県警察が定める誓約書及び法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。）の役員等（法人にあっ
ては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様
の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。）
に係る名簿（以下「役員等名簿」という｡）が提出されていること。

３　入札説明書の交付方法等
⑴　入札説明書の交付方法
　　令和５年２月28日（火）から令和５年３月14日（火）までの電子入札システムの稼働時間内に、電子

入札システムにアクセスし、ダウンロードして入手してください。
　　アドレス　https://www.buppin.e-aichi.jp/index.html
　　なお、電子入札システムの稼働時間は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第

178号）に規定する休日及び12月29日から翌年１月３日までの日以外の日の午前８時から午後８時まで
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です。

⑵　入札期間
　　令和５年４月７日（金）午前10時から令和５年４月10日（月）午後５時まで（電子入札システムの稼

働時間は、⑴のとおり。）
⑶　開札の日時及び場所
　　令和５年４月11日（火）　午前10時10分
　　愛知県警察本部総務部会計課
⑷　問合せ先
　　愛知県警察本部総務部会計課調度係
　　　名古屋市中区三の丸二丁目１－１（郵便番号460－8502）
　　　電話（052）951－1611　内線2245

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨
　　日本語及び日本国通貨に限ります。
⑵　入札保証金
　　入札に参加しようとする者は、見積金額の100分の５以上の金額の入札保証金（愛知県財務規則（昭

和39年愛知県規則第10号。以下「財務規則」という。）第152条の４に定める入札保証金に代わる担保を
含む。）を開札期日までに納めなければなりません。ただし、財務規則第152条の３の規定により、全部
又は一部の納付を免除されたときは、この限りでありません。

⑶　入札の無効
　　財務規則第152条（入札の無効）の規定に該当する入札及びＩＣカードを不正に使用して行った入札は、

無効とします。
⑷　契約書作成の要否
　　要
⑸　競争入札参加者に要求される事項
　　入札に参加しようとする者は、確認申請書、２⑷の資格を有することを証明する書類、誓約書及び役

員等名簿を令和５年２月28日（火）午前10時から令和５年３月14日（火）午後１時までの間に電子入札
システムにより提出しなければなりません（電子入札システムの稼働時間は、３⑴のとおり。）。なお、
提出した書類について説明を求められたときは、これに応じなければなりません。

　提出された確認申請書、証明書類、誓約書及び役員等名簿を審査した結果、当該調達案件を請け負うこ
とができると認められた者に限り、落札の対象とします。

⑹　納入機器の性能証明
　　入札に参加しようとする者は、応札機器性能保証書、納入機器一覧表、機器構成表、機器等リスト及

び性能証明書を令和５年２月28日（火）から令和５年３月14日（火）まで（日曜日及び土曜日を除く。）
の午前10時から午後５時（令和５年３月14日（火）は午後１時）までの間に愛知県警察本部総務部情報
管理課に提出し、承認を受けなければなりません。

⑺　落札者の決定方法
　　財務規則第153条第１項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。
⑻　調達の条件
　　本調達は、議会における当該調達に係る予算の成立を条件とするものです。
⑼　その他
　　詳細は、入札説明書によります。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the services to be required: Lease of color printer, 1 set
⑵　Bidding period: 10:00 a.m., April 7, 2023 - 5:00 p.m., April 10, 2023
⑶　Contact point for the notice: Procurement Section, Accounting Division, General Affairs Department, Aichi 

Prefectural Police Headquarters
2-1-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-8502 Japan
Tel. 052-951-1611 Ext. 2245
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